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1 専門性の高い教

員の確保・育成 

(1)大学等と連携し

た質の高い人材

の養成・確保と教

員の柔軟な配置 

① 東京教師養成塾を活用した人材養成[P.136] 

② 教員養成系大学等との連携による特別支援教育の推進 

[P.136]  

③ 特別支援学校教諭免許状の取得等による専門性の向上 

[P.137]  

④ 特別支援学校教諭免許状保有者の積極的な活用等[P.139]  

⑤ 異校種期限付異動による専門性の向上[P.140]  

⑥ 短期人事交流による専門性の向上[P.141]  

⑦ 特別支援学級での勤務経験を活用する異動の実施[P.141] 

(2)専門性の向上に

向けた研修等の

充実 

① 指導教諭を活用した教員全体の専門性の向上[P.144] 

② 特別支援教育に関する研修の充実[P.145]  

③ 島しょ地域の教員の専門性向上への支援[P.146]  

④ 知的障害特別支援学級の専門性向上に向けた支援[P.147] 

⑤ 区市町村教育委員会の特別支援教育担当指導主事及び特

別支援学級設置校管理職の専門性向上への支援[P.147] 

2 学校や区市町村

に対する総合的

な支援体制の充

実 

(1)特別支援教育の

充実に向けた学

校経営力の向上 

① 働き方改革の推進による学校教育の質の維持向上[P.149] 

② 特別支援学校における学校経営診断の実施による学校経

営支援[P.149]  

③ 東京都学校経営支援センターによる支援[P.150] 

(2)特別支援教育に

関する多様な支

援機能の充実 

① 特別支援学校のセンター的機能を生かした地域等への支

援[P.152]  

② 都教育委員会の指導主事等の派遣による支援[P.152]  

③ 東京学校支援機構（TEPRO）による学校への多角的な支援

[P.153]  

④ 合理的配慮の適切な提供に向けた支援[P.154]  

⑤ 発達障害教育に関する教員等への支援[P.155]  

⑥ 教員による特別支援教育に係る研究活動の活性化[P.155] 

(3)特別支援教育に

関する就学相談

及び教育相談等

の機能の充実 

① 就学相談の機能充実[P.157]  

 

② 東京都教育相談センターにおける相談の充実[P.161] 

3 関係機関等との

連携強化及び特

別支援教育の理

解促進 

(1)一貫した指導・支

援の充実に向け

た関係機関等と

の連携強化 

① 就労支援（企業開拓）チームによる企業開拓[P.163]  

② 企業向けセミナー等の開催[P.164]  

③ 民間等の活用による企業開拓[P.164]  

④ 特別支援学校卒業生の職場定着支援[P.165]  

⑤ 学校と地域とのつながりの強化[P.166] 

(2)共生社会の実現

に向けた特別支

援教育の理解促

進 

① 特別支援学校の授業公開や公開講座等の実施を通じた理

解促進[P.168]  

② 特別支援学校と地域の小学校、中学校、高校等との学校

間交流及び共同学習[P.169] 

③ 都民の理解の促進[P.169] 

 

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 ՖළにՖଋ ࡚࣫　隆 都立東ཹٱถ特別支援学校高等部 2 年
上段中央 ۭ画 小　ॣ 都立八王子特別支援学校高等部 1 年
上段右 Ӎͱཾ อ　ཅ৫ٱ 都立水ݩ特別支援学校小学部 2 年
下段左 しまうま 中　ܚ 都立特別支援学校高等部 2 年
下段中央 ॻの࡞「」 ࣣྤ　ுށ 都立ࢤଜ学Ԃ中学部 2 年
下段右 ドϩ༡ͼ ֯୩　प༸ 都立Ӭ学Ԃ高等部 2 年

第 � 部
第ೋ࣍実施ܭ画の۩体的なల։

第１章（施策の方向性Ⅰ）
　特別支援学校における特別支援教育の充実

第２章（施策の方向性ᶘ）
　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実　�খ学校ɺத学校ٴͼཱ高校における特別支援教育の充実

第３章（施策の方向性ᶙ）
　มԽ・進ల͢る社会にର応͠た特別支援教育の推進

第̐章（施策の方向性ᶚ）
　特別支援教育を推進͢る体੍の整備・充実
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第１章（施策の方向性Ⅰ）
特別支援学校における特別支援教育の充実
１　主体的・積極的な社会参画に向けた個に応じた指導・支援の充実
２　多様な教育ニーズに応える特色ある学校づくりの推進
３　質の高い教育を支える教育環境の整備・充実
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掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 ジュラシックワールドに来たわたし 小山　嵩晃 都立大塚ろう学校小学部 3 年
上段中央 ミイラ 五郎丸　侑希 都立臨海青海特別支援学校小学部 2 年
上段右 写し絵「八王子の昔話・盆ぐもさま」 

原画
水野　瑛太 都立八王子東特別支援学校高等部 1 年

中段左 アルコール Z 生田目　佑輝 都立臨海青海特別支援学校中学部 1 年
中段右 今の気持ちを形に 

～将来の仕事について悩む私～
佐藤　隆峰 都立大塚ろう学校小学部 6 年

下段中央 きらめく水 野口　弘貴 都立中野特別支援学校高等部 3 年

第１章（施策の方向性Ⅰ）
特別支援学校における特別支援教育の充実
１　主体的・積極的な社会参画に向けた個に応じた指導・支援の充実
２　多様な教育ニーズに応える特色ある学校づくりの推進
３　質の高い教育を支える教育環境の整備・充実
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都教育委員会では、都立特別支援学校において児

童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ細

かな指導を行うことができるよう、学校生活支援シ

ート14（個別の教育支援計画）及び個別指導計画15の

作成と活用を促進してきました。 

新しい特別支援学校の学習指導要領では、各特別

支援学校において、児童・生徒等や学校、地域の実

態を適切に把握し、①教育の目的や目標の実現に必

要な教育の内容等を教科等横断的な視点16で組み立

てていくこと、②教育課程の実施状況を評価してそ

の改善を図っていくこと、③教育課程の実施に必要

な人的又は物的な体制を確保するとともにその改

善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づ

き組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向

上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジ

メント」という。）に努めるよう求めています。 

また、カリキュラム・マネジメントの充実に向け、個別指導計画の実施状況の評価

と改善を教育課程の評価と改善につなげていくことも、あわせて示しています。 

このことを踏まえ、個別指導計画と教育課程のそれぞれの評価と改善をつなげてい

く仕組みを確実なものとしていく必要があります。 

 
14 本人や保護者の希望を踏まえて、教育・保健・医療・福祉等が連携して児童・生徒等を支援していく長期計画。本人や保護

者に対する支援に関する必要な情報が記載され、乳幼児期から学校卒業後までの一貫性のある支援を行っていくためのツール

である。学習指導要領では「個別の教育支援計画」という名称が用いられているが、都では、児童・生徒等の学校生活を支え

ることが支援の中核になることから、「学校生活支援シート」と呼んでいる。 
15 学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化した指導の計画。児童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ

細かな指導を行うことができるよう、より具体的に指導目標や指導内容・方法を設定し作成するもの。学習指導要領では「個

別の指導計画」という名称が使われているが、都では「個別指導計画」と呼んでいる。 
16 教科等ごとの枠の中で資質・能力の育成を目指すことのみならず、幅広い学習や生活の場面で活用できる力を育むことを目

指すためにねらいを具体化したり、他の教科等における指導との関連付けを図ろうとする視点のこと。また、児童・生徒の

日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の資質・能力や、豊かな人生の

実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に照らして必要となる資質・能力を、それぞれ

の教科等の役割を明確にしながら育んでいこうとする視点のこと。 

�Ĩ�ඏ॔ƣ፬Ɲ࿘ဗƠࣤƍƔ౪၏f౫࣍ƣഊಲ 

ભƟຎ 

Ғ ଼ᇠ౪၏計画ƣᅴअǇঊዿƌƔੱࡱड࿘ƣഊಲ 

�学校生活支援Ǣーǳ� 

Ｐ1

フリガナ 性　別

氏　　名

保護者氏名

緊急連絡先

愛の手帳 度

身障手帳 　種　　級

障害の様子

校長名

担任名

障 害 名

学校生活支援シート
（個別の教育支援計画）

（平成 年 月交付）

（平成 年 月交付）

平成　年度作成

１　学校生活への期待や成長への願い（こんな学校生活がしたい、こんな子供（大人）に育ってほしい、など）

本人から

本　人

生年月日

平成　年 　月 　日生

住　　所

保護者から

学校

備考

２  現在のお子さんの様子（得意なこと・頑張っていること、不安なことなど）

３　支援の目標　

　学校の指導・支援 　家庭の支援
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都教育委員会では、都立特別支援学校において児

童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ細

かな指導を行うことができるよう、学校生活支援シ

ート14（個別の教育支援計画）及び個別指導計画15の

作成と活用を促進してきました。 

新しい特別支援学校の学習指導要領では、各特別

支援学校において、児童・生徒等や学校、地域の実

態を適切に把握し、①教育の目的や目標の実現に必

要な教育の内容等を教科等横断的な視点16で組み立

てていくこと、②教育課程の実施状況を評価してそ

の改善を図っていくこと、③教育課程の実施に必要

な人的又は物的な体制を確保するとともにその改

善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づ

き組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向

上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジ

メント」という。）に努めるよう求めています。 

また、カリキュラム・マネジメントの充実に向け、個別指導計画の実施状況の評価

と改善を教育課程の評価と改善につなげていくことも、あわせて示しています。 

このことを踏まえ、個別指導計画と教育課程のそれぞれの評価と改善をつなげてい

く仕組みを確実なものとしていく必要があります。 

 
14 本人や保護者の希望を踏まえて、教育・保健・医療・福祉等が連携して児童・生徒等を支援していく長期計画。本人や保護

者に対する支援に関する必要な情報が記載され、乳幼児期から学校卒業後までの一貫性のある支援を行っていくためのツール

である。学習指導要領では「個別の教育支援計画」という名称が用いられているが、都では、児童・生徒等の学校生活を支え

ることが支援の中核になることから、「学校生活支援シート」と呼んでいる。 
15 学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化した指導の計画。児童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ

細かな指導を行うことができるよう、より具体的に指導目標や指導内容・方法を設定し作成するもの。学習指導要領では「個

別の指導計画」という名称が使われているが、都では「個別指導計画」と呼んでいる。 
16 教科等ごとの枠の中で資質・能力の育成を目指すことのみならず、幅広い学習や生活の場面で活用できる力を育むことを目

指すためにねらいを具体化したり、他の教科等における指導との関連付けを図ろうとする視点のこと。また、児童・生徒の

日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の資質・能力や、豊かな人生の

実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に照らして必要となる資質・能力を、それぞれ

の教科等の役割を明確にしながら育んでいこうとする視点のこと。 

�Ĩ�ඏ॔ƣ፬Ɲ࿘ဗƠࣤƍƔ౪၏f౫࣍ƣഊಲ 

ભƟຎ 

Ғ ଼ᇠ౪၏計画ƣᅴअǇঊዿƌƔੱࡱड࿘ƣഊಲ 

�学校生活支援Ǣーǳ� 
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このため、都教育委員会では、個別指導計画に基づいて児童・生徒等にःがිに付

いたかという学習の成ऐを的確にえ、これを教育課程の評価と改善につなげる方法

をଙ၀するため、新たにଙ၀委員会を設མします。 

また、このଙ၀委員会では、教育活動の質の向上や、学習の୲ऐの་化につなが

るように、特別支援学校の学習指導要領に示された内容をてりう各教科と、

個々の児童・生徒等の実態に応じて必要なஶ目を定してりうಛ立活動17の目標

設定に౼る໗のいを踏まえ、個別指導計画を作成する方法についても、あわせて

ธጫします。 

さらに、ଙ၀ଅऐについては、個別指導計画等の作成・活用に関するࢂきとして

まとめ、都立特別支援学校にᆗ及していきます。 

 

 

都立視ॲ障害、ྐॲ障害、౺体ᆊಛዡ及びᅸೕ特別支援学校には、൚学校、中学校

及びஸ等学校にമずる教育を行う教育課程18（以下「മずる教育課程」という。）をጨ

ೲする児童・生徒がఓฺしています。これらの児童・生徒の学力を向上し、希望する

進᎓を実現できるようにするためには、都立特別支援学校の教員が、൚・中学校及び

都立ஸ校等における教科指導と၍等の指導ਙടや೨業力をිに付け、൚・中学ᆪ及び

ஸ等ᆪそれぞれにおいて、指導内容・方法を充実させていく必要があります。 

このため、都立特別支援学校の教員の指導ਙടや೨業力を向上させていくことを目

的に、൚・中学校及び都立ஸ校等との連携をቹにして、教科指導についての୲ऐ的な

情報୪হ・情報ዛを行

うため、ᇓ成 29 Ⴉဗか

ら、ȍǲル校として指定

したമずる教育課程を

ᇨ成する都立特別支援

学校Ī校において、それ

ぞれ地域の൚・中学校及

び都立ஸ校等を「೨業ଞ

 
17 個々の児童・生徒等がಛ立を目指し、障害による学習上又は生活上のႍを体的に改善・ᆴするために必要なཐಡ、ਙ

能、態ဗ及び習ষをጊい、もってිのྔᎬ的発༥の基盤をთうために、特別支援学校の学習指導要領に示された領域の名

称。健அの保ಏ、ጫ的なࡊ定、人関の形成、ৄ੩の把握、ි体の動き、ǞȊュǶǜーシȒンのᎥつのતᇀがある。 
18 視ॲ障害、ྐॲ障害、౺体ᆊಛዡ及びᅸೕ特別支援学校において、学校教育法༌ 72 ඞに基づき൚・中学校又はஸ校にമず

る教育を行う教育課程。「മずる」とは各教科等の目標・内容が、ମ໋として൚・中学校又はஸ校と၍ዻであることをታす

る。 

② മƏǀੱࡱड࿘ƣੱࡱၾዴfሑሓƣഊಲ 

�都ጵ特別支援学校と授業研究連携校との連携ǏȌーǣ� 

A 特別支援学校 小学校

中学校

高等学校

授業研究連携校との連携

B 特別支援学校

特別支援学校間の連携 プラン

プラン

プランプラン
推進プラン
授業改善

第
２
部 

第
１
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅰ
） 　

 

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実

35



36 
  31 

連携校19」に指定し、೨業ଞ連携校における各教科の೨業ଞと、各都立特別支

援学校の೨業ଞにະୗに教員がౄइできる会を充実させるなどの組を෮進し

ました。 

都教育委員会では、፭ᎬĩႩဗにこれらの成ऐを指導

資ፍ「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」

にまとめ、മずる教育課程をᇨ成する都立特別支援学校

校でのዛ・ᆗ及を図るとともに、各校における೨業

ଞ連携校との組による೨業改善を෮進しています。 

具体的には、特別支援学校ᄟの೨業改善෮進Ȃラン20

を作成し、മずる教育課程をᇨ成する都立特別支援学校

校での活用を෮進しました。 

また、ᅸࢇ内教育におけるമずる教育課程については、

ಛ立活動のఓり方をଞ指定校でଞするとともに、実

ಈ፯をูみ上げて、፭ᎬĩႩဗに指導資ፍ「障害のあ

る児童・生徒の学びを支える特別支援教育の充実」を作

成し、その成ऐをᆗ及させました。 

ௗ後は、മずる教育課程をጨೲする児童・生徒の学力

のஏなる向上を図り、希望する進᎓を実現できるように

するため、都立特別支援学校の教員の指導ਙടや೨業力

の一ພの充実を図っていきます。 

そのため、ࢂき໗きമずる教育課程をᇨ成する都立特

別支援学校において、፭ᎬĩႩဗに作成した指導資ፍに

より、೨業改善෮進Ȃランの作成及び活用を෮進すると

ともに、೨業ଞ連携校の指定を४་していきます。 

また、൚・中学校等が௹するଞೲ会などに都立特別

支援学校の教員のౄइを促進することなどを通して、教

科指導の方法や教ఔଞ等における教員の๔性が一ພ

ஸまるようにします。 

なお、特別な支援が必要な児童・生徒等に関するൃ言を、連携๐の都立特別支援学

校から日ඛ的にၜられるようにすることにより、൚・中学校等においてもこの連携が

ዛਟなものとなるようにしていきます。 

 
19 教科指導の๔性や教ఔଞなどの充実を図るため、都立特別支援学校と地域の൚学校等のうƖ、日から児童・生徒の

୪ጺ及び၍学習を通して連携を図っている学校のこと。 
20 都内ての୰立൚・中学校において作成している೨業改善を図るための計画。ேや都の学力ྔ௮のଅऐ等を基に、児童・生

徒の学力の実態をᇀืし、課題に応じた具体的な方ప等を示している。 

�授業改推進ȂȔンの様ಠ� 

都立特別支援学校 授業改善推進プラン（様式例） 

 

 

都立○○特別支援学校 授業改善推進プラン 

１ 教育目標 

 
 
 
 

２ 授業改善の目標（学校経営計画の授業改善に関わる要点等） 

 

 

 

 

 

 

３ 授業改善に向けた視点 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 関係機関等との連携 

 
 

 

 

○教育課程編成上の工夫 

 

 

○指導方法・指導体制の工夫 

 

 

○評価活動の工夫 

 

 

○校内における研究や研修の工夫 

 

 

○家庭や地域社会との連携の工夫 

○授業研究連携校 

 

 

○その他の関係機関等 
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３
年
３
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学
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の
指
導
内
容
・
方
法
の
充
実
に
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て

特 別 支 援 学 校 の
指導内容・方法の充実に向けて

౦ژ教育ҕһ会

東
京
都
教
育
委
員
会

平成 29 年度～令和２年度
東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画に基づく
特 別 支 援 学 校 に お け る 特 別 支 援 教 育 の 充 実 事 業 指 導 資 料

１　特別支援学校における準ずる教育課程の教育内容・方法の充実事業
２　知的障害と視覚障害や聴覚障害を併せ有する幼児・児童・生徒の指導内容・方法の充実事業
３　言語活動及び読書活動の充実事業
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特別支援学校の学習指導要領には、障害による学習上又は生活上のႍの改善・

ᆴを目的とした指導の領域として「ಛ立活動」がࡔམ付けられています。 

ಛ立活動をとする教育課程については、ဪੜ都特別支援教育෮進計画༌ూ次実施

計画の成ऐに基づき、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校において、障害の程ဗや特性に応

じた指導のᆍが図られました。 

また、障害のഓい児童・生徒の言語能力の向上を図るため、指導内容のཌॎᅳの作

成や個別指導のȈǏントのธጫを行うとともに、組の成ऐを፭ᎬĩႩဗに指導資ፍ

「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」にまとめ、各都立特別支援学校に

ვᆑしました。これにより、各教科等の指導において、言語能力をஸめる指導の充実

が図られています。 

新しい特別支援学校の学習指導要領において、ཐ的障害のある児童・生徒のための

各教科等の目標や内容がഌより具体的に示されたことを踏まえ、ௗ後はಛ立活動を

とする教育課程においても、各教科等の目標や内容をりうことをഋᇀにଙ၀し

ていく必要があります。 

そのため、ಛ立活動をとする教育課程のᇨ成にして、各教科等の目標や内容を

ई能なりりえるよう、障害の程ဗがഓဗの児童・生徒に対する各教科等の指導

内容のଙ၀及び指導方法のᆍを図るとともに、ಈ፯を೭ആして各都立特別支援学

校にଭしていきます。 

 

 

ဪੜ 2020 ǕリンǿǮǚ・ǼラリンǿǮǚਙ་会ፇ後も、ஏなるǛȘーǻル化

の進にᄔい、児童・生徒等が॒

ே人や॒ேのᇌ化、॒ ேの言語に

ไする会はますますໃइして

いくことがມ定されています。こ

うした状況を踏まえると、都立特

別支援学校においても、ேጫ解

教育21を一ພ෮進していく必要

があります。 

 
21 ே化が進する中で、広い視ኾとともに、ࡣᇌ化に対するጫ解やࡣなるᇌ化をもつ人々とにྔしていく態ဗなどを育

成する教育 

Ҕ ಛጵঊ၌ǇƝƎǀੱࡱड࿘ƣഊಲ 

ҕ ேጫशੱࡱƣഊಲ 

�都ጵ特別支援学校におけるே理解教育の፯� 

 
 

- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校における国際理解教育、外国語教育とは 
 

合わせた指導」ではなく、各教科及び領域の指導を基本とすることが望ま

しい。自閉症･情緒障害学級においては、東京都教育委員会が知的障害特別

支援学校に位置づけた「社会性の学習」（※１）をそのまま導入することは

適切ではなく、障害に配慮した指導として自立活動の時間を設定し、その中

で、「社会性の学習」を参考にした自立活動の指導を行うことが望ましい。 

(1) 児童･生徒が主体的に取り組むことができるような活動を設定するととも

に、学習活動に見通しをもてるようにしていくことや学習したことの結果

を分かりやすくするなどの工夫をして指導する。 

(2) 児童･生徒の障害の状態や実態に応じて、基本的な生活習慣を確立すること

や正しい言葉のやり取りを獲得すること、自分の意思を適切に伝えること、

相手の立場に立って考える等の指導を自立活動の時間における指導との密

接な関連を図り指導する。 

 

１ 

社会の急速なグローバル化の進展の中で、現在、国際理解教育をこれまで以上に充実

し、多様な文化や言語への理解を深めることで、国際社会で交流・活躍できる人材を育

成・輩出していくことが求められています。 

国際化が進展する中で、広い視野とともに、異文化に対する理解や異なる文化もつ人々

と共に協調していく態度などを育成することは、子供たちにとって極めて重要なことで

す。こうした国際理解教育は、各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習の

時間等を含めた学校の教育活動全体の中で取り組むことが大切です。その際、それぞれ

の教科等における学習の関連を常に意識するなど、国際理解教育の視点から授業に広が

りと深まりをもたらすことが必要です。 

特別支援学校においては、実際に起こっている身近な出来事や人との関りの中で事象

を捉えたり、外国語やその背景にある文化について体験的に理解したりしていくように

国際理解教育を進めることが重要です。そのため、都立特別支援学校では、オリンピッ

ク・パラリンピック教育、外国人英語等教育補助員の活用や TOKYO GLOBAL GATEWAY

（TGG）の活用等を行うとともに、外国語教育をこれまで以上に充実させ、多様な文化

や言語への理解につながる国際理解教育が進められています。 

 

◆都立特別支援学校で取り組まれている国際理解教育の例 

① 国際理解教育とは 
 

オリンピック・パラリンピック教育（世界の給食）        
給食メニューに各国の料理を導入し、その国の「面積、言語、人口、首都、通貨、世界遺産、料理・

食べ物等」の情報をプリントで学級に配布し、外国文化への理解を深めています。 
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現ఓ、各都立特別支援学校が設定しているຳ的な学習のಐ（ஸ等ᆪにおいては

ຳ的な༷のಐ）においては、各学校が目標を

実現するのにƪさわしい༷課題を設定していま

す。この༷課題について、学習指導要領の解๊で

は、現代的な諸課題に対応する横断的・ຳ的な課

題としてேጫ解を༷課題としてり上げるこ

とのਟにれています。都教育委員会は、これら

をౄணにしながら、ேጫ解をಛᇀの課題としてண

え、よりよい解決に向けて行動することができるよ

う、各都立特別支援学校に組を促していきます。 

 

 

言語は、Ꭺጫや౩ண等のཐ的活動のみならず、Ǟ

ȊュǶǜーシȒンやশ性・情ഽを育むためにഓ要な

役割をऐたしています。また、児童・生徒等の学習

活動を支えるഓ要な役割をऐたすものであり、て

の教科等における資質・能力の育成や学習の基盤と

なるものです。そのため、新しい学習指導要領では

学習の基盤となる資質・能力にࡔམ付けられ、ே語

科を要としつつ教育課程体を見ဍした組織的・計

画的な組が求められています。 

言語に関する能力を育成するにဴたり、ၥി活動

が୲ऐ的な方法の一つであることから、日ඛ的にၥ

ിにැしみ、ၥിをより豊かなものにするための指

導や、学校図ിの充実等により、児童・生徒等が

ၥിをするৄ੩をธえていく必要があります。 

都教育委員会では、ଞ指定校におけるこれまで

のዓれた教育実をྔ௮・ᇀืし、都立特別支援学

校における学校図ി等のธᅏや活用方、ၥി指

導の充実に向けた組ಈ፯等を፭ᎬĩႩဗに指導

資ፍ「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向け

て」にまとめ、都立特別支援学校にვᆑするととも

Җ ସঊ၌ਸƨၥിঊ၌ƣഊಲ 

�都ጵ特別支援学校でのၥƴᇍかƐ会� 

�都ጵ特別支援学校高等ᆪ生ညのே理
解教育に関する校॒学習の様� 

�都ጵ特別支援学校の෨ിの፯� 
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現ఓ、各都立特別支援学校が設定しているຳ的な学習のಐ（ஸ等ᆪにおいては

ຳ的な༷のಐ）においては、各学校が目標を

実現するのにƪさわしい༷課題を設定していま

す。この༷課題について、学習指導要領の解๊で

は、現代的な諸課題に対応する横断的・ຳ的な課

題としてேጫ解を༷課題としてり上げるこ

とのਟにれています。都教育委員会は、これら

をౄணにしながら、ேጫ解をಛᇀの課題としてண

え、よりよい解決に向けて行動することができるよ

う、各都立特別支援学校に組を促していきます。 

 

 

言語は、Ꭺጫや౩ண等のཐ的活動のみならず、Ǟ

ȊュǶǜーシȒンやশ性・情ഽを育むためにഓ要な

役割をऐたしています。また、児童・生徒等の学習

活動を支えるഓ要な役割をऐたすものであり、て

の教科等における資質・能力の育成や学習の基盤と

なるものです。そのため、新しい学習指導要領では

学習の基盤となる資質・能力にࡔམ付けられ、ே語

科を要としつつ教育課程体を見ဍした組織的・計

画的な組が求められています。 

言語に関する能力を育成するにဴたり、ၥി活動

が୲ऐ的な方法の一つであることから、日ඛ的にၥ

ിにැしみ、ၥിをより豊かなものにするための指
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解教育に関する校॒学習の様� 

�都ጵ特別支援学校の෨ിの፯� 
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に、ŇņŇǞンǱǤト22を्௹するなど、ၥിにැしむ活動の෮進を図ってきました。 

ௗ後は、この指導資ፍを活用し、都立特別支援学校における言語活動及びၥി活動

の充実を促進していきます。 

また、ࢂき໗きଞ指定校を設けて、ၥിৄ੩のธᅏやၥി活動の充実をஏに෮進

し、その成ऐを実ಈ፯ആにまとめて、各都立特別支援学校にᆗ及させていきます。 

 

 

特別支援学校൚学ᆪ・中学ᆪの学習指導要領の改

で、൚学ᆪの児童がȂȘǛラȊンǛを体ଫしなが

ら、ǞンǿューǪに図したശጫを行わせるために

必要な、Ꭺጫ的౩ண力をිに付けるための学習活動

が新たに示されました。  

൚学ᆪを設མする都立特別支援学校では、教育課

程体を見ဍしながら、ȂȘǛラȊンǛを実施する

༳ଭをࡔམ付けていく学Ⴉや教科を決定する必要

があり、ௗ後、これらの学習活動の充実を図ってい

く必要があります。 

そのため、これらについてଙ၀する「ȂȘǛラȊンǛ教育෮進委員会（ं称）」を設

མし、指導方法の्発やಈ፯の೭ആを行うとともに、学校の情報ዛを図ってい

きます。 

 

 

Ǎ ౽ॲ障害教育における学習用ǲǣタȖ教ऎിを用いた指導方ሓの研究 

�後ૡg༌Īൻ-1-(1)-②-Ǎ（P.110）� 

 

Ǐ ྐॲ障害教育におけるගሇ保障のǲǣタȖ化の推進 

�後ૡg༌Īൻ-1-(2)-②（P.116）� 

 

 

 

 
22 本のŇņŇ（ȈǮȂ）とは、その本のよさや面წさ、おফめのȈǏント等について、言ጃやǏラǤト等を用いてൾऴするも

のである。都教育委員会ではŇņŇを用いて他者に本をൾऴすることを通して、言語能力を育むことを目指して፭ᎬଭႩဗに

「༌Ĩष 都立特別支援学校ŇņŇǞンǱǤト」を्௹した。 

җ ॺ౪၏ጅፚǇ၃ƳŽƔȂȘǛȔȊȞǛੱࡱƣ෮ු 

Ҙ ౽ॲඏ॔ੱࡱƝྐॲඏ॔ੱࡱƠſƆǀǲǣǪȖǇঊዿƌƔੱࡱƣഊಲ 

�都ጵ特別支援学校におけるȂȘǛȔ 
ミンǛ教育の様� 

第
２
部 

第
１
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅰ
） 　

 

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実

39



40 
  31 

 

新しい特別支援学校の学習指導要領では、ཐ的障害のある児童・生徒のための各教

科等の目標や内容が、「ཐಡ及びਙ能」・「౩ண力、ᄕ断力、ᅳ現力等」・「学びに向かう

力、人性等」という育成を目指す資質・能力のూつのによって新たにธጫされま

した。このことを踏まえ、都立ཐ的障害特別支援学校൚・中学ᆪにおいては、特別支

援学校の学習指導要領に示された内容が確実にිに付くよう、教育課程のᇨ成をᆍ

する必要があります。 

また、都立ཐ的障害特別支援学校ஸ等ᆪᆗ通科においては、教育課程の፬化23を

行っていますが、くの学校は、都立ཐ的障害特別支援学校のஸ等ᆪ業ਙട科24及

びධ能्発科25の設མが進む以からの፬をࡥಏしています。ཐ的障害の程ဗが

ဗから中ဗの生徒のくがஸ等ᆪ業ਙട科及びධ能्発科に進学している現状を

踏まえ、ஸ等ᆪᆗ通科にఓฺする生徒の障害の状態等にわせた፬の௺ᇨをଙ၀す

る必要があります。 

これらのことから、新しい特別支援学校の学習指導要領のೡ౯を踏まえ、都立ཐ的

障害特別支援学校൚・中学ᆪの教育課程のᇨ成の方を見ྞします。 

また、都立ཐ的障害特別支援学校ஸ等ᆪᆗ通科における教育課程の፬化のணえ方

を示すため、これらについてଙ၀する「ᆗ通科፬化ଙ၀委員会（ं称）」を設མし、

ஸ等ᆪᆗ通科の教育課程の፬のఓり方を見ྞします。 

 

 

ཐ的障害特別支援学校にఓฺする児童・生徒の障害の状態等は個人௭が་きいこと

から、特別支援学校の学習指導要領では、ཐ的障害特別支援学校の各教科等の目標及

び内容について、学Ⴉではなく、ཌॎによって示しています。 

都立ཐ的障害特別支援学校においては、個々の児童・生徒の障害の状態等を踏まえ

て、具体的な指導目標や指導内容を定め、個別に学習課題を設定するなどして、個に

応じた指導を充実させてきました。 

都立ཐ的障害特別支援学校にఓฺする児童・生徒の障害のഓဗ化に対して、ௗ後は、

標മ化された発༥ଙ௮による把握がႍな、障害の程ဗが中ဗからഓဗのཐ的障害の

 
23 ஸ等ᆪにおける教育課程のᇨ成のᆍの一つ。生徒の障害の状態や特性及びිの発༥のཌॎ等に応じた፬の፬を設

け、生徒は༖した፬に応じて、ဴड़の፬が設定している各教科・科目（ཐ的障害特別支援学校の場は各教科）をጨೲ

する。 
24 ཐ的障害がい生徒を対ඉに、生徒のධ業的ಛ立と社会ౄइに向けて必要な๔的ධ業教育を行うことを目的とする学科 
25 ཐ的障害がဗから中ဗの生徒を対ඉに、基ຉ的なධ業教育を実施し、ධ業生活に必要なධኃを行する能力を्発・භ長

することを目的とする学科 

Қ ཐඏ॔ƣŷǀಋၔfภညƣॺ౫࣍ǍǦǤȌȞǳ�ၟᇠ౫࣍ॺᄟ�ƣ्ᄇ 

ҙ ཐඏ॔ੱࡱƠſƆǀੱࡱड࿘ƣഊಲ 
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新しい特別支援学校の学習指導要領では、ཐ的障害のある児童・生徒のための各教

科等の目標や内容が、「ཐಡ及びਙ能」・「౩ண力、ᄕ断力、ᅳ現力等」・「学びに向かう

力、人性等」という育成を目指す資質・能力のూつのによって新たにธጫされま

した。このことを踏まえ、都立ཐ的障害特別支援学校൚・中学ᆪにおいては、特別支

援学校の学習指導要領に示された内容が確実にිに付くよう、教育課程のᇨ成をᆍ

する必要があります。 

また、都立ཐ的障害特別支援学校ஸ等ᆪᆗ通科においては、教育課程の፬化23を

行っていますが、くの学校は、都立ཐ的障害特別支援学校のஸ等ᆪ業ਙട科24及

びධ能्発科25の設མが進む以からの፬をࡥಏしています。ཐ的障害の程ဗが

ဗから中ဗの生徒のくがஸ等ᆪ業ਙട科及びධ能्発科に進学している現状を

踏まえ、ஸ等ᆪᆗ通科にఓฺする生徒の障害の状態等にわせた፬の௺ᇨをଙ၀す

る必要があります。 

これらのことから、新しい特別支援学校の学習指導要領のೡ౯を踏まえ、都立ཐ的

障害特別支援学校൚・中学ᆪの教育課程のᇨ成の方を見ྞします。 

また、都立ཐ的障害特別支援学校ஸ等ᆪᆗ通科における教育課程の፬化のணえ方

を示すため、これらについてଙ၀する「ᆗ通科፬化ଙ၀委員会（ं称）」を設མし、

ஸ等ᆪᆗ通科の教育課程の፬のఓり方を見ྞします。 

 

 

ཐ的障害特別支援学校にఓฺする児童・生徒の障害の状態等は個人௭が་きいこと

から、特別支援学校の学習指導要領では、ཐ的障害特別支援学校の各教科等の目標及

び内容について、学Ⴉではなく、ཌॎによって示しています。 

都立ཐ的障害特別支援学校においては、個々の児童・生徒の障害の状態等を踏まえ

て、具体的な指導目標や指導内容を定め、個別に学習課題を設定するなどして、個に

応じた指導を充実させてきました。 

都立ཐ的障害特別支援学校にఓฺする児童・生徒の障害のഓဗ化に対して、ௗ後は、

標മ化された発༥ଙ௮による把握がႍな、障害の程ဗが中ဗからഓဗのཐ的障害の

 
23 ஸ等ᆪにおける教育課程のᇨ成のᆍの一つ。生徒の障害の状態や特性及びිの発༥のཌॎ等に応じた፬の፬を設

け、生徒は༖した፬に応じて、ဴड़の፬が設定している各教科・科目（ཐ的障害特別支援学校の場は各教科）をጨೲ

する。 
24 ཐ的障害がい生徒を対ඉに、生徒のධ業的ಛ立と社会ౄइに向けて必要な๔的ධ業教育を行うことを目的とする学科 
25 ཐ的障害がဗから中ဗの生徒を対ඉに、基ຉ的なධ業教育を実施し、ධ業生活に必要なධኃを行する能力を्発・භ長

することを目的とする学科 

Қ ཐඏ॔ƣŷǀಋၔfภညƣॺ౫࣍ǍǦǤȌȞǳ�ၟᇠ౫࣍ॺᄟ�ƣ्ᄇ 

ҙ ཐඏ॔ੱࡱƠſƆǀੱࡱड࿘ƣഊಲ 
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児童・生徒の学力面の状況を適切に把握し、実態に応じた指導内容を定して指導計

画を定め、教員や保護者との通の方の下で指導できるようにするための指標が

必要です。 

そこで、都立ཐ的障害特別支援学校において児童・生徒の学習状況や૪ଫ等を的確

に把握し、そのଅऐに基づいてりう各教科等の目標を決め、適な内容を設定す

るための「学習支援ǍǦǤメント26（特別支援学校ᄟ）（ं称）」の्発に向け、作成委

員会を設མしଙ၀を行います。्発にဴたっては、特別支援学校の学習指導要領に示

す各教科等の内容をਊമとしながら、児童・生徒の༥成状況を的確に把握できるよう、

基മの示し方をᆍしていきます。 

なお、「学習支援ǍǦǤメント（特別支援学校ᄟ）(ं称)」は、ཐ的障害以॒の都立

特別支援学校にఓฺする、ཐ的障害をᇏせዛする児童・生徒にも活用できるようにし

ます。 

 

 

ਟኃ教育ཌॎにあるཐ的障害特別支援学校の൚・中学ᆪについては、特別支援学校

൚学ᆪ・中学ᆪの学習指導要領においてႩのຳ೨業ಐの標മが定められています。

一方、その内ዅとなる各教科等の೨業ಐは各ཐ的障害特別支援学校で適切に定める

こととなっており、学校で教科等ごとの೨業ಐに௭が生じている状況があります。 

また、୲ऐ的な指導方法をଙ၀したଅऐとして、必要に応じて各教科等をわせて

指導ができることになっていますが、これもཐ的障害特別支援学校ごとに設定の仕方

にいが見られます。 

ཐ的障害特別支援学校の教育課程が学校ごとにࡣなるのは、児童・生徒の障害の状

態や特性及びිの発༥のཌॎ等ᇖびに学校や地域の実態がそれぞれࡣなることに

よるものです。しかし、၍じਟኃ教育ཌॎである൚・中学校において教科等ごとのႩ

の೨業ಐがਊ定されていることを踏まえると、都立ཐ的障害特別支援学校におい

ても、各教科等の೨業ಐの設定のを明らかにしながら教育課程をᇨ成する必要

があります。 

このため、ଙ၀委員会を設མし、都立ཐ的障害特別支援学校の൚・中学ᆪの教科指

導と各教科等をわせた指導の関やணえ方をธጫします。各教科等をわせた指導

については、カリキュラム・マネジメントのணえ方に基づき、設定のጫዡを明らかに

しながら༳ଭをஓ成できるようにします。 

 
26 ੵਟには、標മ化されたଙ௮法等を用いて、児童・生徒等の障害の状態や発༥のཌॎ、ਙ能෯മ等を把握することやその方

法を指す。広ਟには、児童・生徒の障害の状態等を把握することやその方法をᅳす。 

қ ཐඏ॔ƣඡੳƹ࿘ဗƠࣤƍƔ౪၏ƣఓƿሑƣଞ 
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また、基となる各教科等の内容や設定する೨業ಐのも明確になるようにしま

す。 

さらに、ଙ၀のଅऐをଙආするために、ଞ指定校を指定して実を行います。 

あわせて、都立ཐ的障害特別支援学校では、ᆗ通学ੇにおけるಛ立活動について、

各教科等をわせた指導の中でうこととしてきましたが、このಛ立活動の指導のఓ

り方についてもଙ၀を行います。 

ଙ၀の成ऐは、ཐ的障害以॒の都立特別支援学校にఓฺする、ཐ的障害をᇏせዛす

る児童・生徒にも活用できるようにします。 

なお、ಛᇘ൵をᇏせዛする児童・生徒もఓฺしている現状を踏まえ、ಛᇘ൵の

特性を踏まえた指導についても、ࢂき໗き充実を図っていきます。 

 

 

ᅸࢇ内ሞ問教育においては、教員による指導はഃĪ日・Ĩषĩಐを基本としてい

ましたが、ᇓ成 29Ⴉဗから、ႚࢇする児童・生徒の学習支援を行うᅸೕ教育支援員27

をᅸࢇƭჃଧするとともに、ǪȁȗǮト༾ቨを活用することにより、学習の会をഃ

Ĭ日・Ĩषĩಐまで充実しました。 

また、ᅸࢇ内ᇀ教ಬにおいては、ಓ療や体ྔ等をጫዡにᅸಬからഞることができな

い児童・生徒とᇀ教ಬをつなげるなど、ႚࢇする児童・生徒の状況に応じた学びの実

現を図るため、፭ᎬĪႩဗからᅸࢇ内ᇀ教ಬにᇀිȘȇǮトをვᅏしています。 

一方、ேにおいては、長期のႚࢇを要する生徒に対するࣙॸ೨業について、ஸ校ཌ

ॎでは、፭ᎬଭႩにはᅸಬ等に教員を必ずしもვམする必要がなくなり、፭ᎬĩႩに

はೲၜする༳ࡔに上を設けないなどの制ဗ改ฝが行われました。 

ௗ後も、ᅸೕ教育支援員を児童・生徒のႚࢇするᅸࢇƭჃଧするとともに、ேの制

ဗ改ฝのೡ౯を踏まえ、ǪȁȗǮト༾ቨやᇀිȘȇǮト等のǲジǪル৯を活用する

ことにより、児童・生徒の学習を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 
27 都立特別支援学校のᅸࢇ内ሞ問教育において、児童・生徒がႚࢇしているᅸࢇ等ƭഞ向き、༶ဴ教員と連携して児童・生徒

の学習支援を行うධ員 

Ҝ ᅸೕੱࡱƠſƆǀǲǣǪȖǇঊዿƌƔੱࡱƣഊಲ 

42



42 
  31 

また、基となる各教科等の内容や設定する೨業ಐのも明確になるようにしま

す。 

さらに、ଙ၀のଅऐをଙආするために、ଞ指定校を指定して実を行います。 

あわせて、都立ཐ的障害特別支援学校では、ᆗ通学ੇにおけるಛ立活動について、

各教科等をわせた指導の中でうこととしてきましたが、このಛ立活動の指導のఓ

り方についてもଙ၀を行います。 

ଙ၀の成ऐは、ཐ的障害以॒の都立特別支援学校にఓฺする、ཐ的障害をᇏせዛす

る児童・生徒にも活用できるようにします。 

なお、ಛᇘ൵をᇏせዛする児童・生徒もఓฺしている現状を踏まえ、ಛᇘ൵の

特性を踏まえた指導についても、ࢂき໗き充実を図っていきます。 

 

 

ᅸࢇ内ሞ問教育においては、教員による指導はഃĪ日・Ĩषĩಐを基本としてい

ましたが、ᇓ成 29Ⴉဗから、ႚࢇする児童・生徒の学習支援を行うᅸೕ教育支援員27

をᅸࢇƭჃଧするとともに、ǪȁȗǮト༾ቨを活用することにより、学習の会をഃ

Ĭ日・Ĩषĩಐまで充実しました。 

また、ᅸࢇ内ᇀ教ಬにおいては、ಓ療や体ྔ等をጫዡにᅸಬからഞることができな

い児童・生徒とᇀ教ಬをつなげるなど、ႚࢇする児童・生徒の状況に応じた学びの実

現を図るため、፭ᎬĪႩဗからᅸࢇ内ᇀ教ಬにᇀිȘȇǮトをვᅏしています。 

一方、ேにおいては、長期のႚࢇを要する生徒に対するࣙॸ೨業について、ஸ校ཌ

ॎでは、፭ᎬଭႩにはᅸಬ等に教員を必ずしもვམする必要がなくなり、፭ᎬĩႩに

はೲၜする༳ࡔに上を設けないなどの制ဗ改ฝが行われました。 

ௗ後も、ᅸೕ教育支援員を児童・生徒のႚࢇするᅸࢇƭჃଧするとともに、ேの制

ဗ改ฝのೡ౯を踏まえ、ǪȁȗǮト༾ቨやᇀිȘȇǮト等のǲジǪル৯を活用する

ことにより、児童・生徒の学習を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 
27 都立特別支援学校のᅸࢇ内ሞ問教育において、児童・生徒がႚࢇしているᅸࢇ等ƭഞ向き、༶ဴ教員と連携して児童・生徒

の学習支援を行うධ員 

Ҝ ᅸೕੱࡱƠſƆǀǲǣǪȖǇঊዿƌƔੱࡱƣഊಲ 
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�ᅸࢇၾሞኴ教育における支援のॗጅ� 

＜訪問先病院＞

＜分教室＞ ＜前籍校＞

交流活動への参加等授業中継・行事参加等

教員による訪問教育

（病弱教育支援員の業務）

・学習支援

・デジタル機器の操作支援

・病院や前籍校との

連絡調整

など
病弱教育支援員と

デジタル機器の活用による学習
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

⺺ 

Ĩ 

⺻
ඏ
॔
ƣ

፬
Ɲ
࿘
ဗ
Ơ
ࣤ
ƍ
Ɣ
౪
၏
f
౫
࣍
ƣ
ഊ
ಲ 

Ғ 
଼ᇠ౪၏計画ƣᅴअ
ǇঊዿƌƔੱࡱड࿘
ƣഊಲ 

（新規事業） ・検討委員会にお
いて充実策を検討 

 
 
・「手引き」の作成 

・教育課程説明会
等で「手引き」を説
明し、次年度以降
の活用を促進 

ғ 
മƏǀੱࡱड࿘ƣੱ
 ၾዴfሑሓƣഊಲࡱ

指導資料を作成し、
都立特別支援学校
等に配布し周知 

・授業研究連携校
の拡大と交流の活
性化 
・好事例を共有し、
各学校の「プラン」
の改善を促進  

  

Ҕ 
ಛጵঊ၌ǇƝƎǀ
 ड࿘ƣഊಲࡱੱ

（新規事業） ・各校の教育課程
の分析と現状整理 
・各校の年間指導
計画の収集と好事
例の抽出 

・指導資料の作成 
・教育課程説明会
での周知 
・各学校へ指導・助
言 

 

ҕ ேጫशੱࡱƣഊಲ 

・指導資料の周知 
・教育課程説明会で
国際理解教育の充
実に向け説明 

・総合的な学習の
時間（総合的な探
求の時間）を核とし
た国際理解教育の
推進 

 
 
 
 
・各学校の取組状
況を把握・周知 

 

Җ 
ସঊ၌ਸƨၥിঊ
၌ƣഊಲ 

・指導資料を作成
し、都立特別支援学
校等に配布し周知 
・ＰＯＰコンテストの
開催により、読書に
親しむ活動を推進 

・研究指定校を指定 
 
・読書環境の整備
や読書活動の充実
を更に推進 

・令和４年度とは別
の研究指定校を指
定 

・令和５年度とは
別の研究指定校を
指定 
 
 
 
・実践事例集の作
成と周知、各学校
への指導・助言 

җ 
ॺ౪၏ጅፚǇ၃Ƴ
ŽƔȂȘǛȔȊȞǛ
 ƣ෮ුࡱੱ

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・推進委員会を設
置し、指導方法の
開発や好事例の収
集を実施  

 

・推進委員会の成
果を全都立特別
支援学校へ普及 

 
Ҙ ౽ॲඏ॔ੱࡱƝྐॲඏ॔ੱࡱƠſƆǀǲǣǪȖǇঊዿƌƔੱࡱƣഊಲ 

  

Ǎ ౽ॲඏ॔ੱࡱ
ƠſƆǀॺೄዿ
ǲǣǪȖੱऎിǇ
ዿŹƔ౪၏ሑሓƣ
ଞ 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・指導方法の開発 
 

  
 
 
 
・研究成果を各校
に周知 

Ǐ ྐॲඏ॔ੱࡱ
ƠſƆǀගሇᇱඏ
ƣǲǣǪȖँƣ෮
ු 

（新規事業） デジタル式集団補
聴システムや音声
情報を文字化する
アプリケーションの
導入・活用 
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平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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ғ 
മƏǀੱࡱड࿘ƣੱ
 ၾዴfሑሓƣഊಲࡱ

指導資料を作成し、
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計画の収集と好事
例の抽出 

・指導資料の作成 
・教育課程説明会
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ҕ ேጫशੱࡱƣഊಲ 

・指導資料の周知 
・教育課程説明会で
国際理解教育の充
実に向け説明 

・総合的な学習の
時間（総合的な探
求の時間）を核とし
た国際理解教育の
推進 

 
 
 
 
・各学校の取組状
況を把握・周知 
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ସঊ၌ਸƨၥിঊ
၌ƣഊಲ 

・指導資料を作成
し、都立特別支援学
校等に配布し周知 
・ＰＯＰコンテストの
開催により、読書に
親しむ活動を推進 

・研究指定校を指定 
 
・読書環境の整備
や読書活動の充実
を更に推進 

・令和４年度とは別
の研究指定校を指
定 

・令和５年度とは
別の研究指定校を
指定 
 
 
 
・実践事例集の作
成と周知、各学校
への指導・助言 

җ 
ॺ౪၏ጅፚǇ၃Ƴ
ŽƔȂȘǛȔȊȞǛ
 ƣ෮ුࡱੱ

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・推進委員会を設
置し、指導方法の
開発や好事例の収
集を実施  

 

・推進委員会の成
果を全都立特別
支援学校へ普及 

 
Ҙ ౽ॲඏ॔ੱࡱƝྐॲඏ॔ੱࡱƠſƆǀǲǣǪȖǇঊዿƌƔੱࡱƣഊಲ 

  

Ǎ ౽ॲඏ॔ੱࡱ
ƠſƆǀॺೄዿ
ǲǣǪȖੱऎിǇ
ዿŹƔ౪၏ሑሓƣ
ଞ 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・指導方法の開発 
 

  
 
 
 
・研究成果を各校
に周知 

Ǐ ྐॲඏ॔ੱࡱ
ƠſƆǀගሇᇱඏ
ƣǲǣǪȖँƣ෮
ු 

（新規事業） デジタル式集団補
聴システムや音声
情報を文字化する
アプリケーションの
導入・活用 
 

  

年次計画 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 
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ピ
ඏ
॔
⼵

፬
⼯
࿘
度
⼲
ࣤ
⼟
⼦
౪
၏
ヅ
౫
࣍
⼵
ഊ
実 

ҙ 
ཐඏ॔ੱ֪ࡱ։
 ड࿘֭ഊ実ࡱੱ

（新規事業） ・検討委員会を設
置し、൚・ཨ学ᆪの
教育課程のᇨ成の
方及ֲஸ等ᆪ普
ྫྷऎの፬のఓり
方を検討 

 
 
 
 
 
・検討ଅ果をֽと׀
た指導資料を作成 

・教育課程説明会
で指導資料を説明 
 
 
・指導資料を活用
し、各学校に指導・
助言を実施 

Қ 

ཐඏ֭॔ցಋၔՔ
ภည֭ॺ౫װח࣍
ॺ࣍別౫ၟ)بؖ
ᄟ)्֭ᄇ 

（新規事業） ・令和５年度の作成
委員会の設置に向
け、፬ಉ指ᅮの分
析やମࡎの検討な
֨മ備を実施 

・アװスؖントの開
発に向け、作成委
員会による検討 

 
 
 
・アװスؖントࡎの
র成 
・研究指定校によ
るアװスؖントࡎ
のಀ用と作成委員
会による改善 

қ 
ཐඏ֭॔ඡੳ׃࿘
度֪ࣤ֗֞౪၏֭ఓ
ሑ֭ଞ 

（新規事業） ・検討委員会を設
置し、「各教ऎ等を
合֚た指導」の
設定及ֲ普ྫྷ学ੇ
におけるಛ立活動
の指導のఓり方を
検討 

 
 
 
・研究指定校にお
いて委員会の検討
ଅ果を活用 

 
 
 
・教育課程説明会
で委員会の検討
ଅ果を説明 
・各学校に指導・
助言 

Ҝ 
ᅸೕੱ֪ࡱ։
֭ࡱঊዿ֖֞ੱבؠ״
ഊ実 

・ᅸࢇၾሞኴ教育に
おけるᅸೕ教育支
援員のჃଧやタء؋
ト༾ቨの活用によ
る学習機会の充実 
・ᅸࢇၾ分教ಬに
おける分ිؑآト
の配備・活用による
学習支援（令和㕳年
度） 

・ᅸࢇၾሞኴ教育
におけるᅸೕ教育
支援員のჃଧやタ
ト༾ቨの活用ء؋
による学習機会の
充実 
・ᅸࢇၾ分教ಬに
おける分ිؑآト
の配備・活用による
学習支援 
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新しい学習指導要領は、キȎリǍ教育28について、特別活動を要として、学校の教

育活動体を通して適切に行うことを示しています。 

児童・生徒一人一人が、൙ྞ面するዻ々な課題にഎႌかつたくましく対応し、社

会的・ධ業的にಛ立していくためには、学ƫこと、။くこと、生きることについてண

え、それらのଅび付きをጫ解することや、ዻな他者と။しながら、ಛᇀなりの人

生をつくっていく力を育むことが་切です。 

このため、都立特別支援学校の各ཌॎを通して、これらの資質・能力を育成するキ

ȎリǍ教育に、計画的、૩ျ的にり組んでいく必要があります。 

都教育委員会では、都立特別支援学校の൚学ᆪ、中学ᆪ、ஸ等ᆪのそれぞれにおけ

る学習や生活をවりᇪってཡูしていくことにより、発༥のཌॎに応じた૩ျ的なキ

ȎリǍ教育を充実させることができるよう、児童・生徒が学習活動を記Ꭹし、ཡูす

る教ఔである「キȎリǍ・ǼǤȈート29」の活

用を進めていきます。 

また、൚学校等から都立特別支援学校に進

学等をするに、「キȎリǍ・ǼǤȈート」が

確実にࢂき૫がれるよう、ࢂ૫ƃ方法を示し

たࡎ内を作成し、ત౦ྎ教育委員会にვᆑ

して೮ཐを図ります。 

一方、障害のある児童・生徒等のಛ立と社会

ౄइを進めていくには、都立特別支援学校と

保護者が力してキȎリǍ教育を෮進するこ

とがഓ要です。 

このため、キȎリǍ教育及び進᎓指導の内

容にるጫ解促進を目的として、保護者等に

対してႩĩष程ဗ、キȎリǍ教育ጫ解෮進Ǧ

Ȋǵーを実施しており、፭ᎬĪႩဗは、ဪੜ᎕

 
28 児童・生徒に学校で学ƫことと社会とのไ໗をಡできるようにするとともに、一人一人の社会的・ධ業的ಛ立に向けて必

要な基盤となる資質・能力を育み、社会の中でಛᇀの役割をऐたしながら、ಛᇀらしい生き方を実現していくथ程であるキȎ

リǍ発༥を促す教育のことを指す。 
29 児童・生徒がಛらの学習状況や日ඛ生活のවりᇪりをしながら、ಛිのᇥ容や成長をಛୂ評価できるようにᆍした教ఔの

ことであり、፭ᎬĩႩīଈからての൚学校、中学校及びஸ等学校、特別支援学校等において活用されている。 

Ғ ǘȎȕǍੱࡱƣഊಲ 

�ĩ�ಛƾƣሰƵ൙ǇಲଵƎǀƔƶƣǘȎȕǍੱ့ࡱƣഊಲ 

 ભƟຎ 

【講演内容及び講演者】

お問い合わせ
東京労働局 職業安定部 職業対策課
障害者雇用対策課 長谷川・松浦
℡ : 03-3512-1664
tkr-isuisin@mhlw.go.jp
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育活動体を通して適切に行うことを示しています。 
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会的・ධ業的にಛ立していくためには、学ƫこと、။くこと、生きることについてண

え、それらのଅび付きをጫ解することや、ዻな他者と။しながら、ಛᇀなりの人

生をつくっていく力を育むことが་切です。 

このため、都立特別支援学校の各ཌॎを通して、これらの資質・能力を育成するキ
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る教ఔである「キȎリǍ・ǼǤȈート29」の活

用を進めていきます。 

また、൚学校等から都立特別支援学校に進

学等をするに、「キȎリǍ・ǼǤȈート」が

確実にࢂき૫がれるよう、ࢂ૫ƃ方法を示し

たࡎ内を作成し、ત౦ྎ教育委員会にვᆑ

して೮ཐを図ります。 

一方、障害のある児童・生徒等のಛ立と社会

ౄइを進めていくには、都立特別支援学校と

保護者が力してキȎリǍ教育を෮進するこ

とがഓ要です。 

このため、キȎリǍ教育及び進᎓指導の内

容にるጫ解促進を目的として、保護者等に

対してႩĩष程ဗ、キȎリǍ教育ጫ解෮進Ǧ

Ȋǵーを実施しており、፭ᎬĪႩဗは、ဪੜ᎕

 
28 児童・生徒に学校で学ƫことと社会とのไ໗をಡできるようにするとともに、一人一人の社会的・ධ業的ಛ立に向けて必

要な基盤となる資質・能力を育み、社会の中でಛᇀの役割をऐたしながら、ಛᇀらしい生き方を実現していくथ程であるキȎ

リǍ発༥を促す教育のことを指す。 
29 児童・生徒がಛらの学習状況や日ඛ生活のවりᇪりをしながら、ಛිのᇥ容や成長をಛୂ評価できるようにᆍした教ఔの

ことであり、፭ᎬĩႩīଈからての൚学校、中学校及びஸ等学校、特別支援学校等において活用されている。 

Ғ ǘȎȕǍੱࡱƣഊಲ 

�ĩ�ಛƾƣሰƵ൙ǇಲଵƎǀƔƶƣǘȎȕǍੱ့ࡱƣഊಲ 

 ભƟຎ 
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။અ「福祉、教育、医療から用ƭのࡤ行෮進ಈ業」の一ৄとして、動画ვමによる

方法で実施しました。 

都教育委員会では、ௗ後もဪੜ᎕။અと連携しながらǦȊǵーを૫໗して実施する

中で、中学校の特別支援学ੇの保護者・教員にइえ、学や൚学校の保護者・教員

を対ඉとした動画ვමによるǦȊǵーや、都立特別支援学校の見学会付きǦȊǵーを

実施し、ஸ等ᆪ卒業後の進᎓や生活についてよりくの保護者・教員のཐಡやጫ解を

ෆめていきます。 

 

 

障害のある生徒のಛ立と社会ౄइを促進するためには、ධ業的ಛ立がഓ要であり、

都立特別支援学校のஸ等ᆪにおいては、生徒の障害の状態や程ဗに応じて、ධ業教育

の充実を図り、生徒一人一人がಛୂの進᎓やධ業についてのጫ解をෆめ、ዻな進᎓

๐の中から൙の進᎓を体的に༖し、決定できる能力を育成してきました。 

ௗ後も、生徒が進もうとしている進᎓を見ขえながら、必要な資質・能力を育成す

ることができるよう教育課程の改善・充実を図り、適性に応じた進᎓༖につなげて

いく必要があります。 

このため、都立視ॲ障害特別支援学校及び都立ྐॲ障害特別支援学校のஸ等ᆪにお

ける፬・૩の設定、๔科の設定について、新しい特別支援学校ஸ等ᆪ学習指導要

領に適切に対応した見ྞしを行うなど、教育課程の充実を図っていきます。 

また、都立ཐ的障害特別支援学校のஸ等ᆪについては、ධ業教育をとする๔学

科の設མにより、ᆗ通科にఓฺする生徒の実態がᇥ化していることや、ධ業教育を

とする๔学科の

教育課程やᆗ通科

の፬化した教育

課程の設མ方を

示して 10Ⴉ以上が

૪थしていること

から、これらの見

ྞしを行うととも

に、教育課程ᇨ成

方資ፍを作成

し、೮ཐしていき

ます。 

 

ғ ධੱࡱƣഊಲ 

�都ጵ知的障害特別支援学校高等ᆪにおけるഓພ的な職業教育の開� 
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都立特別支援学校のஸ等ᆪには、་学ƭの進学を希望する生徒がఓฺしており、生

徒のǶーǥに応じて、教科指導の充実や進学に向けた進᎓指導、་学との連携੫化と

いった進学支援に努めていく必要があります。 

これまで、各都立特別支援学校においては、学校生活支援シート及び個別指導計画

に基づく་学等ƭの進学に向けた指導や各ଙ定（ুಌ、学、ࢷ語等）のଙƭの

組を充実するとともに、་学等ƭのႚ学後の生活が充実するよう、個別ࡤ行支援計

画30を活用して、་学等における必要な支援につなげてきました。 

ௗ後も、生徒のǶーǥに応じて、་学等との連携をஏに੫化しながら、進学に向け

た指導の充実を෮進していきます。特に、་学進学を目指した中ஸ一貫ྐॲ障害特

別支援学校である中࣡ろう学校については、学習支援ǍȂリǜーシȒン等の活用によ

り学力の向上を図るなど、ǲジǪルを活用した進学指導の一ພの充実にり組んでい

きます。 

  

 
30 卒業後のධ業生活や地域生活ƭのࣅঌなࡤ行を見通し、ఓ学中から関関等と連携して、一人一人のǶーǥに応じた支援

を実施し、学校から地域の関関にࣅঌにࢂき૫ƅための計画 

Ҕ ුॺ౪၏ƣഊಲ 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 

㖲 

ピ
ಛ
⽐
⼵
ሰ
⽇
൙

⽙
実
ଵ
⼠
⽒
⼦
⽈
⼵
⽪
⾠
⾧
⽟
ੱ
ࡱ
့
⼵
ഊ
実 

Ғ ֭ࡱੱח؟ؘעഊ実 

リア・؆スؒーؘע・
トにる指導資料
の作成 
・ဪੜ᎕။અと共
催でᇱ୦ೄ向け「ע
ؘリア教育ؔװ
ー」を実施 

・指導資料の活用と
ત౦ྎ教育委員
会等への周知 
・ဪੜ᎕။અと共
催でᇱ୦ೄ向け「ע
ؘリア教育ؔװ
ー」を実施 

  

ғ ධ業ੱ֭ࡱഊ実 

・ஸ等ᆪ普ྫྷऎの
設置校֊研究指
定校を指定、学校
をྖևた教員၍ౠ
での学ֲ合いの機
会を設け、各校の
授業の改善を推進 

・ஸ等ᆪ普ྫྷऎ設
置校での教員၍ౠ
の学ֲ合いを૫໗ 
・ஸ等ᆪ業ਙട
ऎ、ධႷ開発ऎに
おいて、学校をྖև
た教員၍ౠでの学
ֲ合いの機会を設
け、各校の授業の
改善を推進 
・౽ॲඏ॔及ֲ聴
ॲඏ॔特別支援学
校ஸ等ᆪ、ஸ等ᆪ
๔ऎにおいて、
教育課程の改善の
ईႷ性を検討 

  

Ҕ ුॺ౪၏֭ഊ実 

大学等との連携に
より、ภညの入学ଢ଼
にโな支援開
ౡ֔るよօ促進 

ཨ࣡օ学校にお
ける学習支援アプ
リケーション等の導
入による進学指導
の充実 
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ĩ ዻƟੱࡱǶ|ǥƠࣤŽǀၟනŷǀॺƚƄƿƣ෮ු 

 

 

 

 

 

Ǎ ౽ॲ障害特別支援学校の適ฝなਊኟと配置 

都教育委員会では、ဪੜ都特別支援教育෮進計画に基づき、視ॲ障害教育ᆪ

とཐ的障害教育ᆪをᇏམするਵपฬ୯学ࣆを設མするなど、都立視ॲ障害特

別支援学校のਊኟとვམの適ฝ化を進めてきました。 

都立視ॲ障害特別支援学校は、現ఓī校がვམされており、ఓฺ者に関する

൙の෮計や地域ごとのვམǻランǤ等を踏まえ、ௗ後も現ఓのვམਊኟをࡥಏ

していきます。 

 

Ǐ ྐॲ障害特別支援学校の適ฝなਊኟと配置 

都立ྐॲ障害特別支援学校は、ဪੜ都特別支援教育෮進計画に基づく௺ᇨธᅏ

により、現ఓī校がვམされており、ఓฺ者に関する൙の෮計や地域ごとの

ვམǻランǤ等を踏まえ、ௗ後も現ఓのვམਊኟをࡥಏしていきます。 

また、都立特別支援学校にఓฺする児童・生徒の障害のഓᆷ化や都立ཐ的障害

特別支援学校のఓฺ者のໃइに適切に対応するため、立๖ろう学校を改ᇨし、

፭ᎬīႩဗに、ྐ ॲ障害教育ᆪとཐ的障害教

育ᆪをᇏམする立๖学ࣆを्設します。 

なお、་ྭろう学校のĪᇀ教ಬ（ࢰ福・ဪ・

ႊ）においては、乳幼児の通学ᆟ༶等をணፄ

し、幼བྷᆪについてはႚ学者にかかわらずໜ

໗させるとともに、൚学ᆪについては、ആཆに

よる教育活動の確保がഓ要であることから、新

ႚ生がĩႩ໗けてĪ名にተたない場には、そ

れ以வはᇻആを࿄します。 

 

 

 

�Ĩ�ဒጵၟᇠ౫࣍ॺƣਊኟƝვམƣฝँ 

 
ભƟຎ 

Ғ ౽ॲඏ॔ၟᇠ౫࣍ॺਸƨྐॲඏ॔ၟᇠ౫࣍ॺƣฝƟਊኟƝვམ 

�ጵ๖学ࣆ� 
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Ǎ 適ฝਊኟ・適ฝ配置૱ब 

都立ཐ的障害特別支援学校のఓฺ者の

ໃइに適切に対応するため、ᇓ成 31 Ⴉဗに

は፣ॆฬॆ特別支援学校、፭ᎬĩႩဗにはᄄ

࣪ฦ特別支援学校、፭ᎬĪႩဗにはဪਵጽ

ᇚ特別支援学校を新設するなど、都立ཐ的障

害特別支援学校のਊኟとვམの適ฝ化を進

めてきましたが、ௗなお、特別教ಬを用し

たり、一つの教ಬを仕切りしたりしてᆗ通

教ಬを確保している学校がໜఓしています。 

また、都立ཐ的障害特別支援学校のఓฺ者

のໃइ向は໗いており、新の൙෮計

を踏まえると、ௗ後もఓฺ者がໃइしてい

くと見まれることから、ࢂき໗き、教育ৄ

੩の充実に向けた組を進める必要があり

ます。 

教育ৄ੩の充実に向けたᆗ通教ಬの確保

にဴたり、学校の新設や校のໃ改ཝによっ

て対応することは、教育ৄ੩をᄌ本的に改善

する方పとしてᅋඛにዛ୲ですが、それ以॒

の方法を活用してᆗ通教ಬを確保していく

こともഓ要です。ௗ後は、ວ期に教育ৄ੩の

充実を図るため、学校の新設や校のໃ改ཝ

をはじめとして、ዻな方法を用いて໒か

つ୲ऐ的に教育ৄ੩の改善を図っていきま

す。 

こうした適ฝਊኟ・適ฝვམ計画をཧ実に実施することにより、ᆗ通学ੇにお

いて一つのᆗ通教ಬを仕切りして使用している教ಬを解൯します。 

また、特別教ಬ等から用したᆗ通教ಬについても解൯します。 

なお、障害児ႚസ施設をጦ用する児童・生徒がఓฺするしいのኪ特別支援学校

については、ဪੜ都๑ጃ福祉ࣆの障害児施設のの動向を踏まえ、学校のఓり

方をଙ၀していきます。 

② ཐඏ॔ၟᇠ౫࣍ॺƣฝƟਊኟƝვམ 

�፣ॆฬॆ特別支援学校� 

�東ਵጽᇚ特別支援学校� 

�ᄄ࣪ฦ特別支援学校� 
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（Ǎ）特別支援学校のශ設 

都ዛ地等をዛ୲に活用することにより都立ཐ的障害特別支援学校を新設し、

必要な教ಬを確保します。 

 

（Ǐ）特別支援学校の改ཝ 

৻ໜの都立ཐ的障害特別支援学校の校改ཝにわせ、必要な教ಬを確保し

ます。 

 

（Ǒ）特別支援学校のໃཝ 

地域の実情や校の状況等を踏まえ、৻ໜの都立特別支援学校において、校

のໃཝにより、必要な教ಬを確保します。 

 

（Ǔ）༌一実施૱ब等にৰƚƄ特別支援学校の施設ธᅏ 

༌一次実施計画に基づき、፭ᎬĭႩဗにႊቒ地ત特別支援学校（ं称）を、

፭ᎬİႩဗにቁဂ地ત༌ႏ特別支援学校（ं称）及びሾቒ地ત特別支援学校

（ं称）を्設していきます。 

また、新ഗતにある都立ි障害者福祉ǦンǪー฿地を活用し、ཐ的障

害教育ᆪと౺体ᆊಛዡ教育ᆪをᇏམする地ત学ࣆ特別支援学校（ं称）

を設མします。 

このưか、ဪੜ都特別支援教育෮進計画༌ూ次実施計画及び༌一次実施計画

に基づきໃ改ཝをያ定している都立特別支援学校についても、ࢂき໗き、ཧ実

に施設ธᅏを෮進していきます。 

 

（Ǖ）通学区域のྔธ 

都立ཐ的障害特別支援学校の新設・ໃ改ཝ等に応じて、通学ጦᇬ性やࡊ性

等をめຳ的にணፄした通学ત域のྔธを行い、教育ৄ੩の改善を図ります。 

 

Ǐ 教ಬの活用 

特別支援学校の新設及びໃ改ཝには長いಐを要することから、地域的又は一

ಐ的に児童・生徒等のໃଲ等が生じた場に対応するためには、特別支援学校の

施設をഎႌにዛ୲活用することもഓ要です。 

都教育委員会では、施設ธᅏにဴたり、児童・生徒等の障害等の状態、発༥ཌ

ॎ、障害特性等に応じたዻな学習内容・形態にഎႌに対応できるईᇥ性のஸい

教ಬを確保することとしています。具体的には、ई動ಠの仕切り等を活用し用
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ಐ的に児童・生徒等のໃଲ等が生じた場に対応するためには、特別支援学校の

施設をഎႌにዛ୲活用することもഓ要です。 

都教育委員会では、施設ธᅏにဴたり、児童・生徒等の障害等の状態、発༥ཌ

ॎ、障害特性等に応じたዻな学習内容・形態にഎႌに対応できるईᇥ性のஸい

教ಬを確保することとしています。具体的には、ई動ಠの仕切り等を活用し用
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ထにわせて広さをᇥஏできる教ಬ等をธᅏすることで、ǛルーȂ活動のには

་きなᆪࣴとして使用し、個別指導を行うには個ಬとして使用するなど、力

的なࢥ用を行うことがई能となります。 

こうしたईᇥ性のஸい教ಬ等を、൙、一ಐ的な学ੇのᇥ動等が生じたに

ౕ定的にᆗ通教ಬとしてもጦ用ई能な施設とࡔམ付け、ዛ୲な活用を図ります。 

 

 

 

Ǎ ౺体ᆊಛዡ特別支援学校の適ฝなਊኟと配置 

ဪੜ都特別支援教育෮進計画༌ూ次実

施計画に基づき、ᇓ成 29Ⴉဗに、౺体ᆊ

ಛዡ教育ᆪとᅸೕ教育ᆪをᇏམする

୯明学ࣆを्設するとともに、፭ᎬĩႩ

ဗに、ႊचᄂ特別支援学校とሾ特別支

援学校を発的にျし、ཐ的障害教育

ᆪと౺体ᆊಛዡ教育ᆪをᇏམするच

ᄂ学ࣆを्設しました。 

都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校について

は、ఓฺ者に関する൙の෮計や地域

ごとのვམǻランǤ等を踏まえ、ௗ後も

適ฝなਊኟとვམをࡥಏしていきます。 

 

Ǐ ᅸೕ特別支援学校の適ฝなਊኟと配置 

ဪੜ都特別支援教育෮進計画に基づ

き、ᇓ成 24Ⴉဗにཐ的障害教育ᆪとᅸ

ೕ教育ᆪをᇏམするᆦໆ༊学ࣆを設མ

するとともに、ᇓ成 29 Ⴉဗには都立౺体

ᆊಛዡ特別支援学校のうƖ、ᅸࢇ内ᇀ教ಬをዛし、かつ、ᅸࢇሞ問教育の実を

ዛするī校に、ᅸೕ教育ᆪを設མし、ᅸೕ教育のࡔམ付けを明確にするなど、

ᅸೕ教育ᆪを௺ᇨしました。 

都立ᅸೕ特別支援学校は、ᅸೕ教育ᆪの௺ᇨにより、現ఓĬ校がვམされて

おり、ఓฺ者に関する൙の෮計や地域ごとのვམǻランǤ等を踏まえ、ௗ後

も現ఓのვམਊኟをࡥಏしていきます。 

 

Ҕ ౺ᆊಛዡၟᇠ౫࣍ॺਸƨᅸೕၟᇠ౫࣍ॺƣฝƟਊኟƝვམ 

�୯ነ学ࣆ� 

�चᄂ学ࣆ� 
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現行の施設ธᅏ計画に基づき、都立特別支援学校の新設、改ཝ、ໃཝを実施してき

ました。ௗ後は新の൙෮計に基づく都立特別支援学校の新設や施ඞଉのย௮等

による現行計画の期のᇥஏ等をᄗࢭし、施設ธᅏ計画を見ྞす必要があります。 

50 ȅージから 53 ȅージまでに示した組に関する施設ธᅏ計画は、次ᅳのとおり

となっており、都教育委員会ではこの計画に基づいて、関諸関と連携し、計画的

に施設ธᅏを進めていきます。 

なお、施設ธᅏにဴたっては、施設ごとにဘ地のጦ用状況やಈ施上の課題等に

ついてඈ細にଙ၀した上で、ࡊか

つ୲ऐ的にಈを進める必要があ

ります。 

このため、関連諸関とのྔธや

課題のଙ၀等をഋᇀに行い、ვམの

適ฝ化を踏まえた設མ場സとする

とともに、もጫ的かつ୲ऐ的な

施設ธᅏのਊኟ、ธᅏ法及びธᅏ

Ǥǜジュールとなるよう必要な見

ྞしを行います。 

  

ҕ ౮็ธᅏ計画 

�事中の都ጵ特別支援学校の፯� 
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現行の施設ธᅏ計画に基づき、都立特別支援学校の新設、改ཝ、ໃཝを実施してき

ました。ௗ後は新の൙෮計に基づく都立特別支援学校の新設や施ඞଉのย௮等

による現行計画の期のᇥஏ等をᄗࢭし、施設ธᅏ計画を見ྞす必要があります。 

50 ȅージから 53 ȅージまでに示した組に関する施設ธᅏ計画は、次ᅳのとおり

となっており、都教育委員会ではこの計画に基づいて、関諸関と連携し、計画的

に施設ธᅏを進めていきます。 

なお、施設ธᅏにဴたっては、施設ごとにဘ地のጦ用状況やಈ施上の課題等に

ついてඈ細にଙ၀した上で、ࡊか

つ୲ऐ的にಈを進める必要があ

ります。 

このため、関連諸関とのྔธや

課題のଙ၀等をഋᇀに行い、ვམの

適ฝ化を踏まえた設མ場സとする

とともに、もጫ的かつ୲ऐ的な

施設ธᅏのਊኟ、ธᅏ法及びธᅏ

Ǥǜジュールとなるよう必要な見

ྞしを行います。 

  

ҕ ౮็ธᅏ計画 

�事中の都ጵ特別支援学校の፯� 
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都ጵ特別支援学校のਊኟと配置の適ฝ化に関する施設ธᅏ૱ब 

ÅĨ 児童・生徒の൙෮計や都的なვམǻランǤなどをপࡎした上で୭ᇸ地を定し、

決定後に別ထ୰ᅳ 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）第二次実施計画に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ශ
設
校 

ଙ၀中  ଙ၀中 
ଂ定ଢ଼୰ᅳ 

Å1 

 

 

ໃ
改
ཝ
等 

ଙ၀中   ଙ၀中 
ଂ定ଢ଼୰ᅳ 

Å1 

 

 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）第一次実施計画（平成 29 年２月策定）に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ශ
設
校 

南多摩地区 
特別支援学校 （仮称） 
 
令和６年度（知：高） 

都有地 
（八王子市鑓水） 

事 事 開校 

墨田地区第二 
特別支援学校 （仮称） 
 
令和９年度（知：小中） 

都有地 
（墨田区墨田） 

ৰ設計 
実施設計 

実施設計 
実施設計 
事 

北多摩地区 
特別支援学校 （仮称） 
 
令和９年度（知：小中高） 

都有地 
（東大和市向原） 

ৰ設計 
実施設計 

実施設計 
実施設計 
事 

ໃ
改
修
等 

あきる野学園 
 
令和５年度（知：小中高） 

あきる野学園 事 

事 
用開ౡ 

（ໃཝᆪ分） 
 整備ンכラץ

 整備ンכラץ

練馬特別支援学校 
 
令和６年度（知：高） 

練馬特別支援学校 事 事 用開ౡ 

墨田特別支援学校 
 
令和５年度 仮設校舎設置
(知：小中高) 
(墨田地区第二特別支援学校(仮称)

開校後、高等部単独校に改編) 

墨田特別支援学校 
実施設計 
事 

（ं設校） 

事 
（ं設校） 
用開ౡ 
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東京都特別支援教育推進計画第ూ次実施計画（平成 22 年 11 月策定）に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ශ
設
校 

ጵ๖学ࣆ 
 
፭ᎬīႩဗ 
（ྐgዲ小中高[ᆗ・専]） 
（知g小中） 

ጵ๖ǂŻ学校 
開校 
事 

  

࣪特別支援学校 
 
፭ᎬଭႩဗ（知g小中高） 

࣪特別支援
学校 
࣪༌ႏ特別
支援学校 

   整備ンכラץ

୯ነ学ࣆ 
 
ᇓ成 29 Ⴉဗ（౺g小中高） 

（ᅸg小中高） 

୯ነ特別支援
学校 

Ҩৼ事 
Ҩৼ事 
॒ஓ事 

用開ౡ 
（Ҩৼᆪ分） 

地区学ࣆ特別支援学校
（ंൺ）  
[市ȡ༭地区特別支援学校
（ंൺ）] 
 
፭Ꭼ 14 Ⴉဗࡒவ Å2 
（知g小中高） 
（౺g高） 

都有地 
(ශഗ区) 

ৰ設計 
ৰ設計 
実施設計 

実施設計 

ໃ
改
修
等 

町ဂの学ࣆ 
 
፭ᎬĬႩဗ（知g小中高） 

（౺g小中高） 

町ဂの学ࣆ ҧৼ事 
用開ౡ 

（ҧৼ事ᆪ分） 
 整備ンכラץ

 整備ンכラץ

ዀ୵特別支援学校 
 
፭ᎬīႩဗ（知g小中） 

ዀ୵特別支援
学校 

事 
（校ိ用開

ౡ） 

 整備ンכラץ
事 

 整備ンכラץ
事 

Å2 ፭ᎬīႩဗから基本設計を実施し、ଔཝ計画のඈ細をଙ၀した後に्校ಐ期を決定 
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東京都特別支援教育推進計画第ూ次実施計画（平成 22 年 11 月策定）に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ශ
設
校 

ጵ๖学ࣆ 
 
፭ᎬīႩဗ 
（ྐgዲ小中高[ᆗ・専]） 
（知g小中） 

ጵ๖ǂŻ学校 
開校 
事 

  

࣪特別支援学校 
 
፭ᎬଭႩဗ（知g小中高） 

࣪特別支援
学校 
࣪༌ႏ特別
支援学校 

   整備ンכラץ

୯ነ学ࣆ 
 
ᇓ成 29 Ⴉဗ（౺g小中高） 

（ᅸg小中高） 

୯ነ特別支援
学校 

Ҩৼ事 
Ҩৼ事 
॒ஓ事 

用開ౡ 
（Ҩৼᆪ分） 

地区学ࣆ特別支援学校
（ंൺ）  
[市ȡ༭地区特別支援学校
（ंൺ）] 
 
፭Ꭼ 14 Ⴉဗࡒவ Å2 
（知g小中高） 
（౺g高） 

都有地 
(ශഗ区) 

ৰ設計 
ৰ設計 
実施設計 

実施設計 

ໃ
改
修
等 

町ဂの学ࣆ 
 
፭ᎬĬႩဗ（知g小中高） 

（౺g小中高） 

町ဂの学ࣆ ҧৼ事 
用開ౡ 

（ҧৼ事ᆪ分） 
 整備ンכラץ

 整備ンכラץ

ዀ୵特別支援学校 
 
፭ᎬīႩဗ（知g小中） 

ዀ୵特別支援
学校 

事 
（校ိ用開

ౡ） 

 整備ンכラץ
事 

 整備ンכラץ
事 

Å2 ፭ᎬīႩဗから基本設計を実施し、ଔཝ計画のඈ細をଙ၀した後に्校ಐ期を決定 
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ຎ
ᇀ
ኾ 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 

㖱 

ピ
ဒ
ጵ
ၟ
別
౫
࣍
ॺ

⼵
ਊ
ኟ
⼯
ვ
མ
⼵

ฝ
ँ 

Ғ 

౽ॲඏ॔ၟ別౫࣍ॺ
ਸֲྐॲඏ॔ၟ別
౫࣍ॺ֭ฝ֩ਊ
ኟ֧ვམ 

・౽ॲඏ॔特別支
援学校４校 
・聴ॲඏ॔特別支
援学校４校 

   

ғ 
ཐඏ॔ၟ別౫࣍ॺ
֭ฝ֩ਊኟ֧ვ
མ 

知的ඏ॔特別支援
学校 43 校 

・立๖学ࣆ開校  ・ႊቒདત特別
支援学校(ंൺ)開
校ያ定 

Ҕ 

౺ᆊಛዡၟ別౫࣍
ॺਸֲᅸೕၟ別౫
ॺ֭ฝ֩ਊኟ࣍
֧ვམ 

・౺ᆊಛዡ特別
支援学校 18 校 
・ᅸೕ特別支援学
校５校 

   

ҕ 施็ธᅏ計画 

    

 

 

 

  

年次計画 

P.55P.56 のとおり 
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都教育委員会では、児童・生徒等の障害のഓᆷ化

に適切に対応するため、ᆷの障害教育ᆪを設མ

するᇏམ校を्設してきました。 

ཐ的障害教育ᆪと౺体ᆊಛዡ教育ᆪをᇏམ

する都立特別支援学校においては、ᆷの障害のあ

る児童・生徒等に対してそれぞれの障害教育ᆪが

もつ๔性を୲ऐ的に組みわせ、指導の充実を図

るとともに、その組の成ऐを፭ᎬĩႩဗに指導資

ፍ「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」

にまとめ、ᇏམ校以॒の都立特別支援学校における

指導の充実をけんࢂしてきました。 

また、視ॲ障害とཐ的障害をᇏせዛする児童・生徒等ƭの指導内容・方法の充実の

ため、ਵपฬ୯学ࣆにおける教育の実の成ऐを他の都立視ॲ障害特別支援学校及

び都立ཐ的障害特別支援学校にᆗ及しました。 

፭ᎬīႩဗに्校する立๖学ࣆについても、ྐॲ障害とཐ的障害をᇏせዛする児

童・生徒等ƭの指導内容・方法に関するଞ・्発校としてࡔམ付け、その成ऐを他

の都立ྐॲ障害特別支援学校にᆗ及していきます。 

また、ྐॲ障害教育ᆪがもつ๔性をཐ的障害教育ᆪで活用できるよう、実

的なଞを進めていきます。 

 

 

視ॲ障害やྐॲ障害のある乳幼児に対し、ວ期からの支援を適切に行うことは、そ

の後の社会性を९ၜする上で་きなࢬがあります。 

視ॲ障害のある乳幼児に対しては、ళ31૪ଫ等を豊かにする教育的支援や、保ዛ

する視力を་に活用する能力を育てる支援等がዛ୲であり、また、ྐॲ障害のあ

る乳幼児に対しては、ዻなǞȊュǶǜーシȒンཌの習ၜに関する教育的支援や、

保ዛするྐ力を་に活用する能力を育てる支援がዛ୲であるとされています。 

 

 
31 ものにれて（さわる、なぞる）、そのものの形状（་きさ、形、শ など）をጫ解すること。 

Ғ ᆷƣඏ॔ੱࡱᆪǇᇏམƎǀॺƣၟනǇঊƀƌƔੱࡱঊ၌ƣ् 

ભƟຎ 

�ĩ�ዻƟੱࡱǶ|ǥƠ໌ƌƔၟනŷǀੱࡱঊ၌ƣ෮ු 

 

ғ ౽ॲඏ॔ƹྐॲඏ॔ƣŷǀ႙ዲಋƭƣວৼƀƾƣโƟ౫࣍ 

�都ጵ特別支援学校の౺体ᆊಛዡ教育 
ᆪ門と知的障害教育ᆪ門のᇏ置校での 
ፊᆪ門の合同授業� 
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都教育委員会では、児童・生徒等の障害のഓᆷ化

に適切に対応するため、ᆷの障害教育ᆪを設མ

するᇏམ校を्設してきました。 

ཐ的障害教育ᆪと౺体ᆊಛዡ教育ᆪをᇏམ

する都立特別支援学校においては、ᆷの障害のあ

る児童・生徒等に対してそれぞれの障害教育ᆪが

もつ๔性を୲ऐ的に組みわせ、指導の充実を図

るとともに、その組の成ऐを፭ᎬĩႩဗに指導資

ፍ「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」

にまとめ、ᇏམ校以॒の都立特別支援学校における

指導の充実をけんࢂしてきました。 

また、視ॲ障害とཐ的障害をᇏせዛする児童・生徒等ƭの指導内容・方法の充実の

ため、ਵपฬ୯学ࣆにおける教育の実の成ऐを他の都立視ॲ障害特別支援学校及

び都立ཐ的障害特別支援学校にᆗ及しました。 

፭ᎬīႩဗに्校する立๖学ࣆについても、ྐॲ障害とཐ的障害をᇏせዛする児

童・生徒等ƭの指導内容・方法に関するଞ・्発校としてࡔམ付け、その成ऐを他

の都立ྐॲ障害特別支援学校にᆗ及していきます。 

また、ྐॲ障害教育ᆪがもつ๔性をཐ的障害教育ᆪで活用できるよう、実

的なଞを進めていきます。 

 

 

視ॲ障害やྐॲ障害のある乳幼児に対し、ວ期からの支援を適切に行うことは、そ

の後の社会性を९ၜする上で་きなࢬがあります。 

視ॲ障害のある乳幼児に対しては、ళ31૪ଫ等を豊かにする教育的支援や、保ዛ

する視力を་に活用する能力を育てる支援等がዛ୲であり、また、ྐॲ障害のあ

る乳幼児に対しては、ዻなǞȊュǶǜーシȒンཌの習ၜに関する教育的支援や、

保ዛするྐ力を་に活用する能力を育てる支援がዛ୲であるとされています。 

 

 
31 ものにれて（さわる、なぞる）、そのものの形状（་きさ、形、শ など）をጫ解すること。 

Ғ ᆷƣඏ॔ੱࡱᆪǇᇏམƎǀॺƣၟනǇঊƀƌƔੱࡱঊ၌ƣ् 

ભƟຎ 

�ĩ�ዻƟੱࡱǶ|ǥƠ໌ƌƔၟනŷǀੱࡱঊ၌ƣ෮ු 

 

ғ ౽ॲඏ॔ƹྐॲඏ॔ƣŷǀ႙ዲಋƭƣວৼƀƾƣโƟ౫࣍ 

�都ጵ特別支援学校の౺体ᆊಛዡ教育 
ᆪ門と知的障害教育ᆪ門のᇏ置校での 
ፊᆪ門の合同授業� 
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このため、幼བྷᆪを設མする都立視ॲ障害特別支援学校及び都立ྐॲ障害特別支援

学校において、乳幼児教育ະཎや๔ऌ・関と連携した支援を実施するなど、ວ期

からの支援を実施してきました。 

また、地域の൚・中学校と連携し、視ॲ障害やྐॲ障害のある児童・生徒等に対す

る学支援や学後の支援も実施しています。 

ઝႩ、新生児ྐॲǤǚリーǶンǛଙ௮のᆗ及にᄔい、ྐ ॲ障害のວ期発見が進む中、

都立ྐॲ障害特別支援学校における乳幼児教育ະཎが保護者のᆊࡊをけめ、適切

な支援を࿓する場സとしてႡཐ、ጦ用されるようになったことで、ະཎଉがໃइ

向にあります。このため、言語ྐॲౠ32等の॒ᆪ๔ऌのஏなる活用を図るなど、

ວ期からの支援を४充していきます。 

また、ௗ後も幼བྷᆪを設མする都立視ॲ障害特別支援学校及び都立ྐॲ障害特別支

援学校において、ວ期教育の点としての能を発৸し、視ॲ障害やྐॲ障害のある

乳幼児に対する支援を行っていきます。 

 

 

都教育委員会では、ධ業教育をとする๔学科

として、都立ཐ的障害特別支援学校ஸ等ᆪに、ཐ的

障害がဗの生徒を対ඉとした業ਙട科や、ཐ的

障害がဗから中ဗの生徒を対ඉとしたධ能्発

科を設མし、生徒の৫業᎕を促進してきました。 

業ਙട科については、都立ཐ的障害特別支援学

校Ĭ校に設མすることで都的な体制をธᅏしま

したが、ධ能्発科については、༌一次実施計画に

おいて、৻設のĩ校にइえてĭ校に新たに設མし、計į校とすることとしました。ᇓ

成 30 Ⴉဗにはஔဪ特別支援学校に、፭ᎬĪႩဗにはဪਵጽᇚ特別支援学校にධ能्

発科を設མしています。 

ௗ後も༌一次実施計画に基づき、വ次、設མに向けたྔธを進め、፭ᎬĬႩဗには

ฬྛ特別支援学校に、፭ᎬĭႩဗにはᎉ特別支援学校及びႊቒ地ત特別支援学校

（ं称）にධ能्発科を設མするなどして、෮進計画（༌ႏ期）の計画期中に都内

į校にධ能्発科を設མします。 

 

 

 
32 ྐॲ障害、ことƥの発༥のཛれ、ฤや発ࣿの障害という問題の本質や発現メカǶǥムを明らかにし、対ശ方法を見いƕすた

めにଙ௮・評価を実施し、必要に応じてોᎉ、指導、ൃ言その他の援ൃを行う๔ऌ 

Ҕ ධႷ्ᄇऎƣ็མƣ෮ු 

�職能開発ऎでの実習の様� 
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�就業ਙടऎ・職能開発ऎを設置する都ጵ知的障害特別支援学校（፭ᎬĪႩဗಐ）� 
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�就業ਙടऎ・職能開発ऎを設置する都ጵ知的障害特別支援学校（፭ᎬĪႩဗಐ）� 
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都教育委員会では、ဥしƼ地તにఓഉする障害のある生徒について、都立特別支援

学校৳ഗƭのႚをႡめ、後期中等教育の場を確保するとともに、৳ഗにႚす

る生徒の൶について、ேの学ൕ፱ಈ業の対ඉ॒となる付人の୪通ᅉ等を都の༳

ၤಈ業として支対ඉとするなど、保護者の૪అ的なᆟ༶のଲを図っています。 

ᄄඒྎでは、൚・中学校のཐ的障害特別支援学ੇにఓฺする児童・生徒の人がໃ

इ向にあり、ௗ後、૫໗して、ཐ的障害のある生徒がᆷ、中学校を卒業すること

が見まれることから、これらに適切に対応するため、፭ᎬĪႩဗにᄄඒஸ等学校内

にฬྛ特別支援学校ᄄඒᇀ教ಬを設མしました。 

ᄄඒᇀ教ಬにおいては、፭ᎬĪႩဗからĪႩのȍǲルಈ業を実施し、ᄄඒஸ等学

校の生徒との୪ጺ及び၍学習や、ဥ内のཆ体・৫業等と連携したධ等の進᎓指導

を通して、ᇀ教ಬにおける特නある教育内容や適切なਊኟのఓり方等をଙ၀し、その

୲ऐをଙආしていきます。 

  

ҕ ᄄඒྎƠſƆǀၟᇠ౫࣍ॺƣᇀੱಬƣ็མ 
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ຎ
ᇀ
ኾ 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 

㖲 

ピ

ዻ
⼱
ੱ
ࡱ
⾈
⼇
⽷
⼲
໌
⼞
⼦
ၟ
න
⼉
⽒
ੱ
ࡱ
ঊ
၌
⼵
෮
ු 

Ғ 

ᆷ֭ඏ॔ੱࡱᆪ
ॺ֭ၟᇏམ֘ב
නבঊ֊֖֞ੱࡱঊ
၌्֭ 

指導事例のཡ積・
普及 

・立๖学ࣆを研究指
定校に指定し、指導
事例をཡ積 

・研究指定校におけ
る指導事例のཡ積
及ֲ整理 

・研究指定校におけ
る成果を校に普
及 

 
 
 
 
ғ 

 
 
 
౽ॲඏ॔ྐ׃ॲඏ॔
֭ց႙ዲಋַ֭ວ
ৼ֊֭โ֩౫࣍ 

・ዲབྷᆪを設置する
都立౽ॲඏ॔・聴
ॲඏ॔特別支援学
校におけるວৼ֊
 の支援の実施

・ዲབྷᆪを設置する
都立౽ॲඏ॔・聴
ॲඏ॔特別支援学
校におけるວৼ֊
 の支援の実施
・言聴ॲౠ等の
更なる活用による႙
ዲಋ教育ະཎの充
実 

  

Ҕ 
ධႷ्ᄇऎ֭็མ֭
෮ු 

৻設の㕲校にइև４
校に設置 

・ฬྛ特別支援学
校への設置മ備 

・ฬྛ特別支援学
校に設置（５校） 
・ᎉ特別支援学
校・ႊቒདત特
別支援学校（ंൺ）
への設置മ備 

 
 
・ᎉ特別支援学
校・ႊቒདત特
別支援学校（ंൺ）
に設置（㕷校） 

ҕ 
ᄄඒྎ֪։ၟ別
౫࣍ॺ֭ᇀੱಬ֭
็མ 

・分教ಬの設置 
・ᄄඒஸ校との交流・
共၍学習やဥၾの
団等との連携によ
る進᎓指導のؗデル
事業の実施 

 
・ᄄඒஸ校との交
流・共၍学習やဥ
ၾの団等との連
携による進᎓指導
のؗデル事業の実
施 

 
 
 
 
 
 
 
・成果の検ආ 

 
 
 
 
 
 
 
・成果を၃ֽևた取
組 

 

  

年次計画 
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ຎ
ᇀ
ኾ 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 

㖲 

ピ

ዻ
⼱
ੱ
ࡱ
⾈
⼇
⽷
⼲
໌
⼞
⼦
ၟ
න
⼉
⽒
ੱ
ࡱ
ঊ
၌
⼵
෮
ු 

Ғ 

ᆷ֭ඏ॔ੱࡱᆪ
ॺ֭ၟᇏམ֘ב
නבঊ֊֖֞ੱࡱঊ
၌्֭ 

指導事例のཡ積・
普及 

・立๖学ࣆを研究指
定校に指定し、指導
事例をཡ積 

・研究指定校におけ
る指導事例のཡ積
及ֲ整理 

・研究指定校におけ
る成果を校に普
及 

 
 
 
 
ғ 

 
 
 
౽ॲඏ॔ྐ׃ॲඏ॔
֭ց႙ዲಋַ֭ວ
ৼ֊֭โ֩౫࣍ 

・ዲབྷᆪを設置する
都立౽ॲඏ॔・聴
ॲඏ॔特別支援学
校におけるວৼ֊
 の支援の実施

・ዲབྷᆪを設置する
都立౽ॲඏ॔・聴
ॲඏ॔特別支援学
校におけるວৼ֊
 の支援の実施
・言聴ॲౠ等の
更なる活用による႙
ዲಋ教育ະཎの充
実 

  

Ҕ 
ධႷ्ᄇऎ֭็མ֭
෮ු 

৻設の㕲校にइև４
校に設置 

・ฬྛ特別支援学
校への設置മ備 

・ฬྛ特別支援学
校に設置（５校） 
・ᎉ特別支援学
校・ႊቒདત特
別支援学校（ंൺ）
への設置മ備 

 
 
・ᎉ特別支援学
校・ႊቒདત特
別支援学校（ंൺ）
に設置（㕷校） 

ҕ 
ᄄඒྎ֪։ၟ別
౫࣍ॺ֭ᇀੱಬ֭
็མ 

・分教ಬの設置 
・ᄄඒஸ校との交流・
共၍学習やဥၾの
団等との連携によ
る進᎓指導のؗデル
事業の実施 

 
・ᄄඒஸ校との交
流・共၍学習やဥ
ၾの団等との連
携による進᎓指導
のؗデル事業の実
施 

 
 
 
 
 
 
 
・成果の検ආ 

 
 
 
 
 
 
 
・成果を၃ֽևた取
組 
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ಛ立活動では、個々の児童・生徒等の障害の状態や発༥ཌॎ等に応じた指導を実施

することがഓ要であり、そのに、医療関者をはじめとした๔ऌのཐ見を活用す

ることがዛ୲なため、都教育委員会では、都立特別支援学校において、それぞれの障

害特性を踏まえた指導・支援の充実を図る点から、ጫ学療法ౠ33等の๔ऌの活用

を進めています。 

また、ಛ立活動をとする教育課程の指導をけている児童・生徒等の個別指導計

画を作成するには、ᆷのᇀኾの๔ऌからの見をྐして、その見に基づき

指導のഓ点を明らかにすることで、児童・生徒等ƭの適ಐ・適切な支援がई能となる

ことから、個別指導計画をᆷのᇀኾの๔ऌが連携して作成するよう促しています。 

ௗ後も、都立特別支援学校のಛ立活動において、๔的なཐ見に基づき児童・生徒

等の障害の程ဗや状態に適切に対応した指導を実施できるよう、๔ऌをูઇ的に活

用するとともに、ಛ立活動をとする教育課程の指導をけている児童・生徒の個別

指導計画をᆷのᇀኾの๔ऌと連携して作成するよう促していきます。 

 

 

都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校では、ऴ護の๔

ऌとして学校ऴ護ධ員34を導ႚし、教員と学校ऴ

護ධ員が။した指導体制をஓཝしています。 

各学校においては、児童・生徒に応じて必要

となる学校ऴ護ධ員のვམがई能となっており、

児童・生徒のࡊを確保しつつ、教員が೨業づく

りに๔Ⴊできる体制がธᅏされています。 

ௗ後も、教員と学校ऴ護ධ員が။した指導体

制をࡥಏし、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校におけ

る教育内容・方法の充実を図っていきます。 

 

 
33 ි体に障害のある者にಓ療体などのࢥ動を行わせたり、ဃਂ૽、ࣽႨ、その他の物ጫ的ཌをइえたりして、として

基本的ࢥ動能力のषᆲ及びࢥ動৯（、関้、ખ）のᩜྫଲ、ᇥ形の੶ฝとያሻなどの基本的なࢥ動能の向上を目的とし

たጫ学療法を実施する๔ऌ 
34 都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校において、児童・生徒の学校生活を充実させるऴ護の仕ಈを行うධ員 

Ғ ๔ऌǇঊዿƌƔಛጵঊ၌ƣഊಲ 

ભƟຎ 

�Ī�ዻyƟᇀኾƣ๔ऌǇঊዿƌƔ౪၏f౫࣍ฑƣഊಲ 

ғ ੱࡿƝॺऴ୦ධࡿƣ။Ơƽǀ౪၏ฑƣ॰ጵ 

�都ጵ౺体ᆊಛዡ特別支援学校における 
チームǍȂȘーチによる指導体制� 

児童・生徒

一般教員

看護師・医師

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ

自立活動専門教員

養護教諭

栄養職員

介護の専門家
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都立ཐ的障害特別支援学校では、児童・生徒の社会的ಛ立に向けた組を෮進する

ため、๔ऌを導ႚし、教員と連携した指導体制をஓཝしています。 

具体的には、ጫ的ǜǍの充実や、ǞȊュǶǜーシȒン能力の向上、作業学習35の

充実等、社会的ಛ立に向けた指導の質を向上するた

め、発༥ཌॎに応じて、ጫの๔ऌ、言語ྐॲౠ、

作業療法ౠ36等の๔ऌからの指導・ൃ言を教員が

けられる体制をธえ、それぞれの๔領域に基づ

いた指導・ൃ言を活用することで、୲ऐ的な指導に

つなげています。 

ௗ後も、児童・生徒の൙のಛ立と社会ౄइを見

ขえて、๔ऌをูઇ的に活用し、都立ཐ的障害特

別支援学校における指導の充実を図っていきます。 

 

 

 

都立特別支援学校では、学ੇ༶႞を中とする校内のະཎ体制をஓཝしてきました。 

しかし、障害の程ဗのい児童・生徒がくఓฺしている都立ཐ的障害特別支援学

校ஸ等ᆪの業ਙട科やධ能्発科、都立ྐॲ障害特別支援学校では、児童・生徒が

ሎえるዻなႴみやᆊࡊに対するະཎ体制の充実が求められています。 

そこで、፭ᎬīႩဗから、都立ཐ的障害特別支援学校及び都立ྐॲ障害特別支援学

校のうƖ 12 校にǤǚールカǑンǦラー37をვམするĪႩのȍǲルಈ業を新たに्

ౡし、いじめሻ等に資する対応や、教育ະཎ体制の一ພの充実を図っていきます。 

このȍǲルಈ業を通して、ཐ的障害及びྐॲ障害のある児童・生徒ƭのカǑンǦリ

ンǛを実施し、そのዛ୲性を把握していきます。特に、都立ྐॲ障害特別支援学校に

おいてはᎭにより他者とǞȊュǶǜーシȒンをとっている児童・生徒もఓฺしてい

 
35 ཐ的障害特別支援学校やཐ的代の教育課程で実施できる各教科等をわせた指導の形態の一つで、作業活動を中にしな

がら、൙のධ業生活や社会ಛ立に必要なಈᇕをຳ的に学び、児童・生徒の။くግをთい、႞された役割を行する態ဗ

等をිに付けるために行う学習。作業学習でりう作業活動の፬は、Ⴚ、ࣆ、౸、ኪ、ሗล、織物、ඳᆀइ、

ಈኃ・ǠーǾǤ、พຣなどዻ々である。 
36 ි体又はย්に障害のある者、またはそれがያ໐されるものに対して、その体的な生活の९ၜを図るため、諸能のष

ᆲ・ࡥಏ及び्発を促す作業活動を用いて行うಓ療・指導・援ൃを行う๔ऌ 
37 いじめ、ᆊဎ校、問題行動のგとなっている児童・生徒のᆊࡊやႴみƭのカǑンǦリンǛ、育てに関する保護者ƭのൃ

言・援ൃ、学校におけるະཎ体制を充実させるための教ධ員ƭのൃ言・援ൃなど、児童・生徒のの問題に関してෆく、広ᄧ

 。な活動をධኃとして学校にჃଧする๔ධのことࡗ

 ஸဗに๔的なཐಡや૪ଫが必要であることから、፣൞ጫౠ、ย්科医、་学のጫ学૩の教員の資६をዛする者等を要

ଉとして୰ᇻし、Ⴣଧしている。 

Ҕ ൙ƣಛጵƝೂवౄइǇଣขŽƔ๔ตƣஸŹ౪၏ƣಲ౮ 

�都ጵ知的障害特別支援学校においƛ 
ఢ業ፑሓౠと教員が連携した 
授業改の様� 

ҕ Ǥǚ|ȖǖǑȞǦȔ|့ƣঊዿƠƽǀੱࡱະཎƣഊಲ 
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ることを踏まえ、ვམされるǤǚールカǑンǦラーに求められる๔性を把握してい

きます。 

また、ȍǲルಈ業での成ऐをଙආし、他の都立特別支援学校におけるǤǚールカǑ

ンǦラーの活用のዛ用性についてଞしていきます。 

ᇏせて、都教育委員会に設མしている都立学校「ಛ立支援Ǭーム38」が、都立特別

支援学校の要ษに応じて福祉等の๔的ཐಡやਙടをಏつȑーǤǨーシȎルȚーカ

ー39をჃଧし、ࢂき໗きᆊဎ校児童・生徒ƭの支援、児童・生徒及びそのऌ໖がሎえ

る課題ƭの福祉的支援等にり組んでいきます。 

  

 
38 ಛ立支援ǬームはȑーǤǨーシȎルȚーカー、ȑーǤǨーシȎルȚーカー（႞）等でஓ成され、面ཎ等を通した生徒の状

況把握やൃ言、教員等と連携したǜーǤ会ਢの実施、児童ະཎസ等の関関と連携した福祉的支援など、生徒一人一人のಛ

立に向けた支援を行っている。 
39 ȑーǤǨーシȎルȚーカーは、都立学校（特別支援学校・ஸ等学校）におけるǤǚールǨーシȎルȚーカーの役割にइえ、

๔的ཐಡやਙടに基づく᎕支援の役割も༶うධ員のこと。支援を要する生徒等に対し、教員が行う社会的・ධ業的ಛ立に

向けた教育活動を福祉及び用・᎕の立場から支援する。ȑーǤǨーシȎルȚーカー（႞）は、਼ჱした対応を要する

ႍなǜーǤに対し、ஸဗな๔的ཐಡや豊かな支援૪ଫを活用し、໒かつ的確な課題解決を図っている。 
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ຎ
ᇀ
ኾ 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 

㖳 

ピ
ዻ
y
⼱
ᇀ
ኾ
⼵
๔

ऌ
⽙
ঊ
ዿ
⼞
⼦
౪
၏
ヅ
౫
࣍

ฑ
⼵
ഊ
実 

Ғ 
๔ऌבঊዿ֖֞ಛ
ጵঊ၌֭ഊ実 

理学ፑ法ౠ、作業
ፑ法ౠ等の活用 

理学ፑ法ౠ、作業
ፑ法ౠ等の活用 

  

ғ 
ࡿॺऴ୦ධ֧ࡿੱ
֭။ׇ֪౪၏
ฑ֭॰ጵ 

都立౺ᆊಛዡ特
別支援学校全校に
おけるಋၔ・ภညの
全॰ᇱと指導にࡊ
๔Ⴊできるฑの
整備 

都立౺ᆊಛዡ特
別支援学校全校に
おけるಋၔ・ภညの
全॰ᇱと指導にࡊ
๔Ⴊできるฑの
整備 

  

Ҕ 
൙֭ಛጵ֧ೂवౄ
इבଣขև֞๔ต
֭ஸփ౪၏֭実施 

理の๔ऌ、言
聴ॲౠ、作業ፑ
法ౠ等の活用 

理の๔ऌ、言
聴ॲౠ、作業ፑ
法ౠ等の活用 

  

ҕ 
՛؞װبכנؠ՛פ
့֭ঊዿׇ֪ࡱੱ
ະཎ֭ഊ実 

都立特別支援学校
のጅษにࣤ֗؛ー
スײーシؘルؤーנ
ーをჃଧ 

・都立知的ඏ॔特
別支援学校㕹校と
都立聴ॲඏ॔特別
支援学校㕳校をؗデ
ル校としてスפール
 ラーを配置װンכנ
 
 
・都立特別支援学
校のጅษにࣤ֗؛
ースײーシؘルؤー
 ーをჃଧנ
 

 
 
 
・ؗデル校での成果
を把握し、の校
におけるスפー
ルכנンװラーの配
置の有用性を検討 
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Ī ಱƣஸŹੱࡱǇ౫Žǀੱৄࡱ੩ƣธᅏfഊಲ 

 

 

 

 

 

特別支援学校は、障害のある児童・生徒等の教育の場としての能のưか、地域に

おける活動の点、災害発生ಐのᅊႍസ等のዻ々な能をऐたすことが求められてい

ます。 

都教育委員会では、特別支援教育を進める上で必要な施設能を確保するために、

都立特別支援学校の施設ธᅏとして必要なಈஶの標മを示し、ଔ設ಈ計画の目ࡊと

するため、「特別支援学校施設ธᅏ標മ40」を定めて施設ธᅏの充実に努めてきました。 

ᇓ成 28 Ⴉဗには、ዻな学習内容・形態にഎႌに対応がई能なईᇥ性のஸい教ಬ

のธᅏや、ሻ災能の੫化、൶Ǔネ・௺Ǔネ等のৄ੩ᆟझଲƭの組、障害者ǤȈ

ーツの෮進などをな改ฝஶ目として、施設ธᅏ標മの改ฝを行いました。 

一方、ேにおいては、፭ᎬĪႩİଈに「特別支援学校設མ基മ41」をప定し、特別支

援学校にᅏえるƮき施設を明らかにしました。 

また、特別支援学校の施設ธᅏのౄணとなる「特別支援学校施設ธᅏ指42」では、

幼児・児童・生徒の൙動向をഋᇀにணፄしつつ、എႌ性をಏたせた施設計画とす

ることがഓ要とされています。 

ௗ後、都立特別支援学校の新ཝやᎡਾ化した校の改ཝ等にဴたっては、ேの設མ

基മ等を踏まえつつ、൙の幼児・児童・生徒の動向にもഎႌに対応できるよう、

都の施設ธᅏ標മに基づき施設ธᅏをཧ実に実施していきます。 

 

 

 

 

 
40 特別支援教育を進める上で必要な施設能を確保するために、計画及び設計において、特別支援学校の施設ธᅏとして必要

なಈஶの標മを示し、ଔ設ಈ計画の目ࡊとなることを目的として、都教育委員会においてప定したもの。特別支援学校の新

ཝ、改ཝ、ໃཝಈにおいて適用し、改ೲಈにおいてはമ用する。 
41 ᇌᆪ科学൶が学校教育法༌Īඞに基づき制定したもの。これまで特別支援学校には設མ基മが定められていなかったが、ఓ

ฺ者のໃइによりቯ性的な教ಬᆊ໑が໗いている特別支援学校の教育ৄ੩を改善する点から、፭ᎬĪႩİଈ 24 日に୰ᆑさ

れた。ຳ໋及び学科にるਊ定は፭ᎬīႩīଈĨ日から、ᇨ制ᇖびに施設及び設ᅏにるਊ定については፭ᎬĬႩīଈĨ日か

ら施行される。特別支援学校を設མするために必要な࿃の基മであり、地域の実態に応じた適切な対応がई能となるよ

う、力的かつ་的なਊ定とされている。 
42 ᇌᆪ科学൶が特別支援学校の教育を進める上で必要な施設能を確保するために、計画及び設計におけるጽಈஶを示した

ものとしてప定しているもの。ྞઝの改（ᇓ成 28ႩĪଈ）では、学校施設のᆷ化、長೧化、ኪఔጦ用に関する記ഠが充

実された。 

Ғ ౮็ธᅏᅮമƠৰƚƄ౮็ธᅏ 

ભƟຎ 

�Ĩ�ဒጵၟᇠ౫࣍ॺƣ౮็็ᅏƣഊಲ 
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Ǎ ईᇥ性の高い教ಬ 

特別支援学校においては、一人一人の教育Ƕーǥに対応するため、ዻな学習・

生活ആཆのᇨ成に対応できるや、ጜƖཧきをりすための൚等が必要

です。 

このため、都教育委員会では、ई動ಠ仕切り等により児童・生徒等の障害等

の状態、発༥ཌॎ、障害特性等に応じたዻな学習内容・形態にഎႌに対応でき

るईᇥ性のஸい教ಬのธᅏを進めています。 

ௗ後の施設ธᅏにဴたっても、このईᇥ性のஸい教ಬをธᅏしていきます。 

 

Ǐ ሻఆ機能の強化 

都立特別支援学校は、災害ಐには児童・

生徒等のࡊを確保するとともに、༔

ႍ者の災害ಐ༔支援ǤǱーシȒン43及び

福祉ᅊႍസとして能するようූ性能

及びሻ災能の੫化を図る必要がありま

す。 

このため、これまでに体育等のᅋஓ່

ᆪఔのූ化をরፇさせるとともに、福祉

ᅊႍസや༔支援ǤǱーシȒンとなる場

にᅏえて、ࢂき໗き、マンȆールトǏȗ

やᅋඛ用発ဃ・ᅋඛ用通ම設ᅏをธᅏし

ていきます。 

 

 

 
43 ་ਊኟ災害発生ಐに徒ᇶ༔者に対して、෯ၗ෯、トǏȗ、࣎ၗ情報等を࿓し、༔を支援する施設のこと。ဥしƼをൊ

く都立学校及びǞンǾǶǓンǤǤトǍ、ȀǌȊリーȗǤトラン、ǗǨリンǤǫンǴ等が指定されている。都立学校では、ᅋ

ඛ用発ဃ、ဨ୯৯、ろ෯৯、携用トǏȗ、ࢃፍ෯などをᅏཡしている。 

�都ጵ特別支援学校に設置ƊǁƛいるȉンȆー 
ȖǳǏȗの፯� 

�ई動ಠ間切りの፯� 
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ඛ用発ဃ、ဨ୯৯、ろ෯৯、携用トǏȗ、ࢃፍ෯などをᅏཡしている。 

�都ጵ特別支援学校に設置ƊǁƛいるȉンȆー 
ȖǳǏȗの፯� 

�ई動ಠ間切りの፯� 
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都教育委員会では、都立特別支援学校の新ཝ・改ཝ等にဴたり、「൶Ǔネ・௺Ǔネဪ

ੜ仕ዻ44」に基づき、ጉ୯発ဃ設ᅏの設མやŃļĻ照明のธᅏ等を進めるとともに、

「ဪੜ都ǛリーンமႚǗǏǴ」に基づくဃਂமႚにより、100 ǼーǦント௺生ई能Ǔ

ネルǙーを使用しています。 

地ࣽཊ化対పなどৄ੩ვፄの必要性がஸまる中、௺生ई能ǓネルǙーのጦ用等に

よるဃਂ使用ፘやĺņ₂Ⴭഞፘのஏなるణଲなど、ৄ੩ᆟझの一ພの࿃ଲに向けた学

校づくりが求められています。 

このため、都立特別支援学校におけるဃ力使用ፘとĺņ₂Ⴭഞፘをణଲするため、

き໗き「൶Ǔネ・௺Ǔネဪੜ仕ዻ」を適用し、௺生ई能ǓネルǙーのጦ用や設ᅏのࢂ

൶ǓネルǙー化を進めていきます。都立特別支援学校の新ཝや改ཝ、་ਊኟ改ೲの

ಈを実施するには、௺生ई能ǓネルǙーのูઇ的な活用によりৄ੩ᆟझをଲし、

ஏには発災ಐにおけるǓネルǙーの確保にも資するため、校ࣴ上にጉ୯発ဃ

設ᅏをธᅏするとともに、照明設ᅏをମ໋としてŃļĻ照明とし、ஸ୲ጴྔをธ

ᅏするなど、設ᅏの൶ǓネルǙー化を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 
44 「2030 Ⴉまでに 2000 Ⴉᄾでဪੜのࣽಬ୲ऐǗǤჍഞፘを 30²、ǓネルǙー൯ᅉፘを 38²ణଲする」という目標の༥成に向

けたጴ๐的組として、都ዛଔཝ物の改ཝ等において、ଔཝ物のႨᆟझの࿃ଲ、新の൶Ǔネ設ᅏ、ዻな௺Ǔネ設ᅏの導ႚ

等により、ǓネルǙーの使用のጫ化を図ることを目的として都が適用している仕ዻ（፭ᎬĩႩĭଈに改ฝ） 

ғ ൶ǓǸf௺ǓǸƣ෮ු 

�都ጵ特別支援学校においƛŃļĻ൴ነをธᅏした 
ᆗ通教ಬの፯� 

�都ጵ特別支援学校においƛጉ୯発ဃǼǸȖを 
設置した፯� 
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都教育委員会では、都のǕリンǿǮǚ・ǼラリンǿǮǚമᅏઅと連携して、障害者

等ƭිઝな地域でǤȈーツにැしめる場を࿓するとともに、障害や障害者ǤȈーツ

ƭのጫ解促進とᆗ及を図るため、障害者ǤȈーツの点の一つとして、都立特別支援

学校の体育施設（体育、ǛラǑンǴ等）のৄ੩ธᅏを෮進しています。፭ᎬĪႩဗ

においては、27校の体育施設が活用されています。 

ௗ後も都の関各અと連携し、よりくの障害者や障害者ǤȈーツཆ体等が地域に

おいて障害者ǤȈーツをॼしめるよう、都立特別支援学校のৄ੩ธᅏを෮進していき

ます。 

 

 

 

都立特別支援学校に通う児童・生徒等のࡊ・ࡊを確保し、ፕな教育ৄ੩をࡥ

ಏするために、必要な施設・設ᅏのธᅏや校等のࡥಏஏ新を計画的に進める必要が

あります。 

このため、ଔཝႩやᎀ化状況及び都立特別支援学校における施設上の課題等をண

ፄした計画的なࡥಏஏ新を実施してきました。ௗ後も、Ꭱਾ校の改ཝ・་ਊኟ改ೲ

をཧ実に実施し、ዻな児童・生徒等に対するዻ々な教育の実施に向け、都立特別支

援学校の特නや能をഋᇀに発৸できる施設ธᅏにり組んでいきます。 

なお、改ཝ等にしては、ேの特別支援学校設མ基മ等を踏まえつつ、都の施設ธ

ᅏ標മに基づき必要な教育ৄ੩のธᅏを進めていきます。 

  

ҕ Ꭱਾƣूཝf་ਊኟूೲ 

Ҕ ඏ॔ೄǤȈ|ǯƣවƠ୶ƆƔ౮็็ᅏƣഊಲ 

�都ጵ特別支援学校の体育施設の活用፯（௬gǱǶǤǞーǳ、中gǛȔǑンǴ、ࢌg体育� 

70



70 
  31 

 

都教育委員会では、都のǕリンǿǮǚ・ǼラリンǿǮǚമᅏઅと連携して、障害者

等ƭිઝな地域でǤȈーツにැしめる場を࿓するとともに、障害や障害者ǤȈーツ

ƭのጫ解促進とᆗ及を図るため、障害者ǤȈーツの点の一つとして、都立特別支援

学校の体育施設（体育、ǛラǑンǴ等）のৄ੩ธᅏを෮進しています。፭ᎬĪႩဗ

においては、27校の体育施設が活用されています。 

ௗ後も都の関各અと連携し、よりくの障害者や障害者ǤȈーツཆ体等が地域に

おいて障害者ǤȈーツをॼしめるよう、都立特別支援学校のৄ੩ธᅏを෮進していき

ます。 

 

 

 

都立特別支援学校に通う児童・生徒等のࡊ・ࡊを確保し、ፕな教育ৄ੩をࡥ

ಏするために、必要な施設・設ᅏのธᅏや校等のࡥಏஏ新を計画的に進める必要が

あります。 

このため、ଔཝႩやᎀ化状況及び都立特別支援学校における施設上の課題等をண

ፄした計画的なࡥಏஏ新を実施してきました。ௗ後も、Ꭱਾ校の改ཝ・་ਊኟ改ೲ

をཧ実に実施し、ዻな児童・生徒等に対するዻ々な教育の実施に向け、都立特別支

援学校の特නや能をഋᇀに発৸できる施設ธᅏにり組んでいきます。 

なお、改ཝ等にしては、ேの特別支援学校設མ基മ等を踏まえつつ、都の施設ธ

ᅏ標മに基づき必要な教育ৄ੩のธᅏを進めていきます。 

  

ҕ Ꭱਾƣूཝf་ਊኟूೲ 

Ҕ ඏ॔ೄǤȈ|ǯƣවƠ୶ƆƔ౮็็ᅏƣഊಲ 

�都ጵ特別支援学校の体育施設の活用፯（௬gǱǶǤǞーǳ、中gǛȔǑンǴ、ࢌg体育� 

71 
  31 

 
 


ຎ
ᇀ
ኾ 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 

㖱 

ピ
ဒ
ጵ
ၟ
別
౫
࣍
ॺ

⼵
施
็
็
ᅏ
⼵
ഊ
実 

Ғ 施็ธᅏᅮമ֪ৰ֤֎施็ธᅏ  

 

ईᇥต֭ஸփ ח
ੱಬ 

新ཝ・ໃ改ཝ事
にᄔい整備 

新ཝ・ໃ改ཝ事
にᄔい整備 

  

 ሻఆႷ֭੫ँ י

施設整備ᅮമにৰ
֤֎新ཝ・ໃ改ཝ
事の実施 

施設整備ᅮമに
ৰ֤֎新ཝ・ໃ改
ཝ事の実施 

  

ғ ൶םՔ௺֭ם෮ු 

・検討委༛、൯ᅉ
ーྔ௮にףルם
ৰ֤֎取組 
・௺ภईႷםル
ーを活用してဃף
ਂம入 

改定൶ם௺ם
ဪੜዻを၃ֽ
ևた取組 

  

Ҕ 
ඏ॔ೄؒ՛֭ව
֪୶֞施็็ᅏ
֭ഊ実 

事業実施校をവ
次拡大 

事業実施校を
വ次拡大 

  

ҕ 
Ꭱਾ֭ूཝՔ་ਊ
ኟूೲ 

「ጅ施設 10֊年
ಏ更新計画」にࡥ
ৰ֤֎改ཝ・大規
ኟ改ೲの実施 

「ጅ施設 10 ֊
年ࡥಏ更新計画」
にৰ֤֎改ཝ・大
規ኟ改ೲの実施 
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都教育委員会ではǤǚールǻǤのࢥ行ಐの

༽ചに努めており、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校

のǤǚールǻǤの፭ᎬĪႩဗにおけるᇓઍࢥ行

ಐ45は 55ᇀであり、ࢂき໗き 60ᇀ以内になっ

ています。 

౺体ᆊಛዡのある児童・生徒の中には、体ࣽྔ

้がႍな者もおり、長ಐの乗ೆはई能な

りᅊけることが望ましいことから、ࢂき໗き児

童・生徒の通学ᆟ༶のଲを図る必要がありま

す。 

このため、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校のǤǚ

ールǻǤについて、൚化によるໃೆやǞーǤ設

定のᆍ等により、ௗ後も、乗ೆಐの༽ചを図

っていきます。 

 

 

 

医療ਙടの進ᇶやఓ༔医療のᆗ及をგに、医療的ǜǍ児がໃइ向にある中、都

教育委員会では、都立特別支援学校において、医療的ǜǍの実施体制をธᅏし、ࡊ

な教育ৄ੩の確保に努めてきました。 

፭ᎬĪႩİଈに医療的ǜǍ児支援法が施行されたことも踏まえ、保護者の付いな

く都立特別支援学校で医療的ǜǍを実施できる体制について、児童・生徒等のಛ立を

図るためにもࢂき໗きଙ၀を進めるとともに、医療的ǜǍに関するዻ々な課題ƭの対

応పをଙ၀・実施していく必要があります。 

ௗ後も、都立特別支援学校における医療的ǜǍの実施体制のธᅏをཧ実に進め、医

療的ǜǍ児に対する支援を充実していきます。 

  

 
45 各ǤǚールǻǤにౡ発から乗ೆする児童・生徒の乗ೆಐのຳᎬ�ǻǤの༊ 

Ғ ಋၔfภညƣྫྷॺৄ੩ƣू�Ǥǚ|ȖǻǤƣഊಲ� 

ભƟຎ 

�ĩ�ၟᇠ౫ࡱੱ࣍Ǉ෮ුƎǀੱൂࡱඞଉƣธᅏ 

ғ ፑǜǍಋƭƣ౫࣍ƣഊಲ 

�都ጵ౺体ᆊಛዡ特別支援学校のǤǚーȖǻǤ� 

�都ጵ౺体ᆊಛዡ特別支援学校のȕȀǳ付き 
ǤǚーȖǻǤ� 
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Ǎ ፑ的ǜǍの実施体制のธᅏ 

医療的ǜǍ児を支援するため、ᇓ成 29Ⴉဗに౺体

ᆊಛዡ特別支援学校以॒の都立特別支援学校にもᅋ

ඛઌে護౧をვམしました。 

また、ᇓ成 30Ⴉဗからは都立౺体ᆊಛዡ特別支援

学校校に、፭ᎬĩႩဗからは౺体ᆊಛዡ特別支援

学校以॒の都立特別支援学校の一ᆪに႞ᅋඛઌে

護౧をვམするなど、医療的ǜǍの実施体制をธᅏ

しました。 

ௗ後は、新たに医療的ǜǍを्ౡする都立特別支

援学校のࣅঌな実施に向けた支援を行うため、ে護

౧の確保・育成を図るとともに、都立౺体ᆊಛዡ特別

支援学校での医療的ǜǍ児のໃइをけ、学校ऴ護ධ員による医療的ǜǍ実施の

ஏなる෮進を図ります。 

 

�都ጵ特別支援学校で実施する
ፑ的ǜǍの様� 

�都教育委員会におけるྞઝĬႩ間のፑ的ǜǍの取ຎ� 
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また、医療的ǜǍࢪࢥਢ会46を活用し、医療的ǜǍに関する課題をଙ၀し、そ

の充実を図ります。 

 

Ǐ 人ାਹ৯の管理 

人呼ਹ৯のጫについては、ઝႩの医療ਙടの進ᇶにより、医౧のඈ細な指

示がなくても、ে護౧がいई能な医療৯がᆗ及してきたことから、ᇓ成 30

ႩဗからĩႩにわたって、人呼ਹ৯のጫを適切に実施するための校内体制

や実施方法等をଙ၀するȍǲルಈ業を実施しました。 

また、፭ᎬĩႩဗからは、ȍǲルಈ業の成ऐを踏まえ、人呼ਹ৯のጫを行

うのඞଉやጽ点等をまとめた「都立特別支援学校における人呼ਹ৯による

医療的ǜǍを必要とするのࡊな学校生活のためのǗǏǴラǏン」に基づき、

実施する都立特別支援学校に႞ᅋඛઌে護౧をໃ員するなど、ࡊな実施に向

けた体制ธᅏにり組み、一人一人のの状況を確Ⴁした上で、വ次、校内で

の保護者の付いをなくしています。 

ௗ後、人呼ਹ৯を使用する児童・生徒のໃइが見まれ、各都立特別支援学

校でᆷ名の児童・生徒に適切に対応することがഓ要となることから、፭ᎬīႩ

ဗ以வも、対ඉとなる児童・生徒のࡊの確保を༌一に、人呼ਹ৯のጫを適

切に実施していきます。 

 

Ǒ ࡧǂŻかƾのඳのႚ 

ろうからのഷ期ඳࡧ

のႚについては、ಛ

ඳఔからのࢯጊๅに

よる健அの保ಏや、ॉで

၍じඳをॼしむඳ育

の充実等を目的として、

፭ᎬଭႩဗからĩႩ

のȍǲルಈ業を実施し、

ഷ期ඳのႚを行う

のඞଉやጽ点等をま

とめた「ࡧろうからのഷ

期ඳシリンジႚに関

 
46 教育、福祉、医療等の関ᆪઅや関関、保護者の代ᅳ者などの関者からஓ成されるਢ会で、都立学校における医療

的ǜǍ児に関するຳউ的なጫ体制のธᅏに向け、実施体制の点ଙ、課題の把握と解決పのଙ၀等を行っている。 

                                    

�� 
 

 

（３）給食時間及び前後の休憩時間内で注入作業を終了する。 

 

（４）初期食注入する際の手元調整（粘性の調整）で使用する器具等についても

衛生的に管理する。 

 

 

 

胃ろうからの初期食シリンジ注入 イメージ図 

 

           

   

        

  

１食分が個別盛り付けされて   初期食を混ぜる   シリンジ(注射器)で 

配膳される                     胃ろうから注入する  

 

 

 

 

 

 

今日の献立は、 

カレー、サラダ、 

スープ、牛乳です。 

いただきます。 
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するǗǏǴラǏン」を፭ᎬĩႩဗቨにప定しました。፭ᎬĪႩဗ以வ、മᅏのธ

った都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校から、വ次ഷ期ඳのႚによるඳの࿓を実

施しています。 

፭ᎬīႩဗ以வも、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校でࢂき໗き実施するとともに、

一人でもくの児童・生徒にࡊなႚができるよう、対ඉとなる児童・生徒の

ඞଉやඳ物

ǍȗルǙー

対応、෩ሮの

体制、校内体

制の確立等、

実施方法に

ついてଙ၀

していきま

す。 

 

Ǔ ፑ的ǜǍಋ専用通学ೆፊのࢥப 

ǤǚールǻǤのೆ内での医療的ǜǍを必要とする

児童・生徒の通学については、ೆ内でのࡊなৄ੩

確保がႍしいことから保護者のຽに委ねられてい

ましたが、医療的ǜǍを必要とする児童・生徒の学

習会の確保と通学保障のため、ᇓ成 30Ⴉဗから、

都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校において、ে護౧が၍

乗する๔用通学ೆፊのࢥ行を्ౡしました。 

しかし、乗ೆ中の医療的ǜǍを行うে護౧がᆊ໑

する状況が໗いており、ে護౧等の人ఔ確保を੫化

する必要があります。 

このため、ে護౧のઌኃ形態のዻ化や、๔用通

学ೆፊ乗ೆಐの報അ༳価のࢂき上げ、ে護౧以॒の

ධの新設等による校内で医療的ǜǍを実施する人ఔ

確保などにより、৻にఓධしているে護౧の๔用通

学ೆፊƭの乗ೆを一ພ促していきます。 

また、౺体ᆊಛዡ特別支援学校以॒の都立特別支援学校等にもೆ内での医療的

ǜǍを必要とする児童・生徒がఓฺしていることから、都立ཐ的障害特別支援学

校にఓฺする児童・生徒やཐ的障害教育ᆪと౺体ᆊಛዡ教育ᆪをᇏམする学

�都ጵ౺体ᆊಛዡ特別支援学校のඳの፯（௬gᆗ通ඳ、ࢌgഷ期ඳ）� 

 �ፑ的ǜǍಋ専用通学ೆፊ�

 ፑ的ǜǍಋ専用通学ೆፊでの�
ে୦師によるፑ的ǜǍの様� 
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校のཐ的障害教育ᆪにఓฺする児童・生徒についても、ে護౧が၍乗する๔用

通学ೆፊの乗ೆ対ඉとし、ೆ ፊをࢥ行するȍǲルಈ業を፭ᎬīႩဗに実施します。 

ȍǲルಈ業では、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校の児童・生徒とは障害特性等が

・かつ適切に医療的ǜǍを実施するために必要な学校体制ࡊなる中、ೆ内でࡣ

໗等をଙආし、፭ᎬĬႩဗ以வ、ȍǲルಈ業の成ऐを踏まえ、ೆፊࢥ行をȍǲ

ル校以॒の学校にも४་することをଙ၀していきます。 

こうした組にइえ、児童・生徒が障害の状態等により๔用通学ೆፊƭの乗ೆ

がႍでဃೆやǻǤ、ಛऌ用ೆ等による通学ができない場には、通学ཌとし

てጦ用する福祉Ǫǚシー等にる୪通ᅉを学ൕ፱ಈ業により支援します。 

 

Ǖ ፑの専門的知ଣの活用 

都教育委員会では、ಓ医が作成する医療的ǜǍ指示ിに基づき、医療的ǜǍ

をࡊかつ適切に実施できるよう、学校における医療的ǜǍの実施ৄ੩等をপࡎ

し、ࡊを確保する立場から指導・ൃ言を行う指導医を都立特別支援学校が委ඨ

できるようにするとともに、ඛઌে護౧のვམにइえ、႞ᅋඛઌে護౧・ᅋඛ

ઌে護౧をვམしてきました。 

一方、医療的ǜǍのஸဗ化・ᆷ化が進んでいることから、保護者やಓ医と、

都立特別支援学校や指導医が、学校で実施ई能な医療的ǜǍのᄧࡗについて通

ጫ解を図ることのഓ要性がໃしています。 

このため、医療的ǜǍ実施にる個別課題のうƖ、新たなǜǍƭの対応等の学

校での解決がႍな課題について、ಓ医・指導医・医療的ǜǍࢪࢥਢ会委員

である医౧のూ者による「ǤǚールカンȀǌȗンǤǬーム」を都教育委員会に設

མした上で、カンȀǌȗンǤの中でǬームによる「通見」を形成し、学校等

にൃ言する仕組みをஓཝします。 

 

ǖ ႚ学ଢ଼の保୦者付いの短ച化 

医療的ǜǍ児については、ႚ学後、学校ে護౧等に対ശ方法などのࢂ૫ƃを行

うまでの、保護者に付いをࡕጘしています。これまで、医療的ǜǍ児がఓฺ

又は新たにႚ学するての都立特別支援学校において、新ႚ生・ఓ校生を問わず、

保護者付い期の༽ചを図ってきましたが、特に人呼ਹ৯など、ஸဗな医療

的ǜǍが必要な場は、付い期が長期化するǜーǤが生じています。 

このため、፭ᎬĪႩဗから、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校ĭ校において、健அ

ళ等の医療的ǜǍ実施に向けたവをႚ学から行うなど、保護者の付い期

の༽ചに向けたȍǲルಈ業にり組むこととしました。 

76



76 
  31 

校のཐ的障害教育ᆪにఓฺする児童・生徒についても、ে護౧が၍乗する๔用

通学ೆፊの乗ೆ対ඉとし、ೆ ፊをࢥ行するȍǲルಈ業を፭ᎬīႩဗに実施します。 

ȍǲルಈ業では、都立౺体ᆊಛዡ特別支援学校の児童・生徒とは障害特性等が

・かつ適切に医療的ǜǍを実施するために必要な学校体制ࡊなる中、ೆ内でࡣ

໗等をଙආし、፭ᎬĬႩဗ以வ、ȍǲルಈ業の成ऐを踏まえ、ೆፊࢥ行をȍǲ

ル校以॒の学校にも४་することをଙ၀していきます。 

こうした組にइえ、児童・生徒が障害の状態等により๔用通学ೆፊƭの乗ೆ

がႍでဃೆやǻǤ、ಛऌ用ೆ等による通学ができない場には、通学ཌとし

てጦ用する福祉Ǫǚシー等にる୪通ᅉを学ൕ፱ಈ業により支援します。 

 

Ǖ ፑの専門的知ଣの活用 

都教育委員会では、ಓ医が作成する医療的ǜǍ指示ിに基づき、医療的ǜǍ

をࡊかつ適切に実施できるよう、学校における医療的ǜǍの実施ৄ੩等をপࡎ

し、ࡊを確保する立場から指導・ൃ言を行う指導医を都立特別支援学校が委ඨ

できるようにするとともに、ඛઌে護౧のვམにइえ、႞ᅋඛઌে護౧・ᅋඛ

ઌে護౧をვམしてきました。 

一方、医療的ǜǍのஸဗ化・ᆷ化が進んでいることから、保護者やಓ医と、

都立特別支援学校や指導医が、学校で実施ई能な医療的ǜǍのᄧࡗについて通

ጫ解を図ることのഓ要性がໃしています。 

このため、医療的ǜǍ実施にる個別課題のうƖ、新たなǜǍƭの対応等の学

校での解決がႍな課題について、ಓ医・指導医・医療的ǜǍࢪࢥਢ会委員

である医౧のూ者による「ǤǚールカンȀǌȗンǤǬーム」を都教育委員会に設

མした上で、カンȀǌȗンǤの中でǬームによる「通見」を形成し、学校等

にൃ言する仕組みをஓཝします。 

 

ǖ ႚ学ଢ଼の保୦者付いの短ച化 

医療的ǜǍ児については、ႚ学後、学校ে護౧等に対ശ方法などのࢂ૫ƃを行

うまでの、保護者に付いをࡕጘしています。これまで、医療的ǜǍ児がఓฺ

又は新たにႚ学するての都立特別支援学校において、新ႚ生・ఓ校生を問わず、
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፭ᎬīႩဗは、体制の୲ጴ化を図りながらȍǲルಈ業の対ඉ校を医療的ǜǍ児

がఓฺ又は新たにႚ学する都立特別支援学校校に४་し、保護者付いの༽ച

に向けたമᅏを行います。 

また、፭ᎬĬႩဗ以வも、ȍǲルಈ業の成ऐのଙආを踏まえ保護者付い期

の༽ചを図っていきます。 

 

ǘ 関係機関等との連携 

医療的ǜǍ児及びそのऌ໖に対する支援については、医療的ǜǍ児支援法を踏

まえ、ત౦ྎ、医療、福祉等の関関やኁཆ体等とのગቹな連携の下に、

切れ目なく行う必要があります。 

都教育委員会では、関ᆪઅと連携するとともに、ત౦ྎƭ必要に応じて൚・

中学校における医療的ǜǍに関する情報࿓を行うなど、支援の充実にり組ん

でいきます。 

また、医療的ǜǍ児がሐ課後等ǲǏǠーǾǤなどの学校॒の施設をጦ用する場

、支援内容のࢂ૫ƃなどで、都立特別支援学校が学校॒の施設やત౦ྎと連

携することがഓ要となります。そのため、୴生᎕။൶が定めるǗǏǴラǏンの内

容等を踏まえ、保護者の၍を࿓として、個別の教育支援計画等の࿓を行う

など、情報ዛを図るとともに、役割ᇀ༶の明確化のための場を各都立特別支援

学校において設མするなど、学校と関関等との連携をࢂき໗き෮進していき

ます。 

 

 

 

�都ጵ特別支援学校におけるፑ的ǜǍಋの保୦者付い期間の短ച化のॗጅ� 

⋞ َযُがऎ、ၴもがいきいきとણඩできるુ生ভの実ਠ

� 特別支援教育の推進 吰00億円（启00億円）

など

♦ 特別支援৾ૅにउけॊୢ的ॣ॔児の保護者હः間のಢೠ৲
・ ফ২の都立特別支援学校ো学者の児のうち、ൌ者を対象として、ૠெをఁ充して実施ڱ
ૠெૅڲ③؟（࿔৬ਂঽૅのा）22ૅ④ڀ（ჾਊのয়特別支援৾ૅ৸ૅ）

ਠ
行

ফڭ~ڲা াگ~ڮ া（ো学）ڰ াڱ াگ~ڲ

学校

保護者

ঔ
ॹ
ঝ
事
業

ফ１~ڲা াگ~ڮ া（ো৾）ڰ াڱ াگ~ڲ

学校

保護者

೨௴ 指導医ਫ਼൧等 ୢॣ॔
৫

保護者હः

೨௴ 指導医ਫ਼൧等 ୢॣ॔৫

保護者હः
保護者のહ添いを

ಢೠো学ऊら実施

♦ ୢॣ॔児௧৷ৢ৾のઈষ৬のਘ৲
・ ࿔৬不ঽ校の専用通学車両をఁ充
・ ࿔৬不ঽਰਗの特別支援学校にも専用通学車両を配備
運行ਯ68③؟75④ڀ（अठڮऋ࿔৬ਂঽૅਰਗの特別支援৾ૅ）

（医ケア児専用通学車両）

♦ 看護師の安定的な確保
専用通学車両に同乗する看護師が不在の場合、保護者の同乗が必要
→保護者の負担軽減に向け、非常勤看護師の報酬時間額の引き上げなど看護師確保の取組を拡充

 特別支援教育の推進【教育】 ④119億円（③111億円）
子供たちの個性や可能性を伸ばす教育を推進するとともに、都立学校における医療的ケアの充
実や特別支援学校におけるスクールバスの配備等、教育環境を整備

 発達障害教育の推進【教育】 ④98億円（③101億円）
発達障害教育の指導内容・方法の充実を図るとともに、区市町村に対して特別支援教室の運営
に係る支援策を実施するなど、発達障害教育を推進

 障害児の放課後等支援事業【福保】 ④１億円（③0.3億円）
重症心身障害児や医療的ケア児に対する放課後等支援の充実を図るため、特別支援学校や放課
後等デイサービス事業者と連携しながら、専門職の配置や送迎支援等を行う区市町村を支援

新

♦ 発達障害教育支援員の確保の取組
小中学校の在籍学級において、対象児童・生徒に寄り添ってサポートする支援員の補助単価を引き上げ

♦ ＣＳＶ（センター的機能スーパーバイザー）の設置
発達障害のある高校生への支援ノウハウを持ち、特別支援学校の教員を指導・助言できる教員を配置

新
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児童・生徒の障害の状態等は一人一人ࡣなり、それに

より必要となる特別な指導内容やጫ的ვፄをむ支援

の内容もࡣなることから、通ඛの学ੇ、特別支援教ಬや

通ੇによる指導、特別支援学ੇ、特別支援学校は、連໗

性のある学びの場としてそれぞれ指導の充実を図ってい

ます。 

その上で、障害者ଚጦඞዃを踏まえ、障害のある児童・

生徒と障害のない児童・生徒ができるƕけ၍じ場でとも

に学ƫことを目指していくために、都教育委員会は、児

童・生徒の発༥の程ဗや適応の状況等をপࡎして、എႌ

に学ができるようにしてきました。 

また、都立特別支援学校にఓฺする児童・生徒につい

ても、੍ഉする地域とのつながりをࡥಏ・૫໗できるよ

うにすることが་切であることから、都教育委員会では、

ᇓ成 19 Ⴉဗから、൚・中学ᆪにఓฺする児童・生徒のう

Ɩ、希望者を対ඉとするᆱฺ制ဗを導ႚしました。ᇓ成

27 Ⴉဗႚ学生からは、ମ໋員がᆱฺをもつこととして

います。 

都立特別支援学校では、都教育委員会がこれまでに作

成した「ᆱฺǗǏǴȁǮǚ」や「ᆱฺ୪ጺಈ፯´ǍǏǲ

Ǎആ」を活用するとともに、新ႚ生の保護者に対してᆱ

ฺ制ဗについてのጫ解を促し、特別支援教育Ǟーǲǎネ

ーǪー等が地域指定校47となる൚・中学校においてጫ解

෮進೨業48を実施するなど、ᆱฺ制ဗによる୪ጺの充実を図っています。 

また、ત౦ྎ教育委員会に対しても、ᆱฺについての೮ཐを૫໗して行っていま

す。 

ᆱฺ制ဗによる୪ጺ活動は、児童・生徒のະୗጫ解を育み、生社会の実現に向け

て་きなਟがあることから、児童・生徒本人や保護者の向を踏まえつつ、ࢂき໗

き୪ጺ会の確保に向けた組を෮進していきます。その、都立特別支援学校の児

 
47 特別支援学校にఓฺする児童・生徒が、ᆱฺ制ဗをጦ用してᆱ次的なฺ（ᆱฺ）をམく学校で、ମ໋としてಛ༔にもઝい

൚学校又は中学校（通学ત域を定めている場は、通学ત域内の൚学校又は中学校）のこと。 
48 ᆱฺ୪ጺにおける「地域指定校」の児童・生徒に、障害のጫ解をෆめるために特別支援学校の学ੇ༶႞や特別支援教育Ǟー

ǲǎネーǪーが行う೨業のこと。 

Ҕ ᆱฺฑဗƣഊಲƠƽǀ୪ጺঊ၌ƣ෮ු 
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成した「ᆱฺǗǏǴȁǮǚ」や「ᆱฺ୪ጺಈ፯´ǍǏǲ

Ǎആ」を活用するとともに、新ႚ生の保護者に対してᆱ

ฺ制ဗについてのጫ解を促し、特別支援教育Ǟーǲǎネ

ーǪー等が地域指定校47となる൚・中学校においてጫ解

෮進೨業48を実施するなど、ᆱฺ制ဗによる୪ጺの充実を図っています。 

また、ત౦ྎ教育委員会に対しても、ᆱฺについての೮ཐを૫໗して行っていま

す。 

ᆱฺ制ဗによる୪ጺ活動は、児童・生徒のະୗጫ解を育み、生社会の実現に向け

て་きなਟがあることから、児童・生徒本人や保護者の向を踏まえつつ、ࢂき໗

き୪ጺ会の確保に向けた組を෮進していきます。その、都立特別支援学校の児

 
47 特別支援学校にఓฺする児童・生徒が、ᆱฺ制ဗをጦ用してᆱ次的なฺ（ᆱฺ）をམく学校で、ମ໋としてಛ༔にもઝい

൚学校又は中学校（通学ત域を定めている場は、通学ત域内の൚学校又は中学校）のこと。 
48 ᆱฺ୪ጺにおける「地域指定校」の児童・生徒に、障害のጫ解をෆめるために特別支援学校の学ੇ༶႞や特別支援教育Ǟー

ǲǎネーǪーが行う೨業のこと。 

Ҕ ᆱฺฑဗƣഊಲƠƽǀ୪ጺঊ၌ƣ෮ු 
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童・生徒が、೨業内容をᇀかり、学習活動にౄइしている実শ・༥成শをもてるよう

にするために、୪ጺする場面の定も一ພོႥに行えるようにしていきます。 

その一ৄとして、学Ⴉ進行とともにᆱฺ制ဗのጦ用者の割がଲ൛するなどの状況

があることを踏まえ、保護者等を対ඉとしたྔ௮を実施して現ఓの課題を改めて把握

します。 

また、ྔ௮のଅऐをᇀืし、୲ऐ的な保護者等ƭのᆗ及発పの立ࡎ等、ௗ後の対

応పをଙ၀するとともに、特別支援学ੇと通ඛの学ੇとの୪ጺಈ፯をめ、新たな

ಈ፯を೭ആし、「ᆱฺǗǏǴȁǮǚ」や「ᆱฺ୪ጺಈ፯´ǍǏǲǍആ」の改を行いま

す。 

都立特別支援学校の൚・中学ᆪ及び地域指定校となる൚・中学校には、ľŀľĸǤ

ǚールஓມにより一人Ĩ༊༾ቨがვᅏされました。ǲジǪルの活用により、都立特別

支援学校の児童・生徒が、ఓฺ校にいながら地域指定校との୪ጺ活動を実施すること

も期されています。こうしたഌよりഎႌな形態での୪ጺ活動についても実施し、

その४་のई能性をଙ၀していきます。そのため、ಀ行する都立特別支援学校を指定

し、実施による୲ऐのଙආや実施上の課題点等を把握します。  

 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校の適ฝなਊኟとვམの実施による通学ત域の

ച൚や、ǤǚールǻǤのธᅏ等による通学ಐの༽ചによって、通学ႍをጫዡとす

るႚ対ඉがེしくଲ൛してきたことをგとして、ᇓ成 16Ⴉဗに 11あった৳ഗ

をᇓ成 28ႩဗቨまでにĬに௺ᇨしました。 

また、都立特別支援学校にఓฺする生徒が、৳ഗ設མ校とᅋ設མ校の別にかかわ

らず、৳ഗ施設を活用することができるよう、ऊਆ業日等の長期業期におけ

るዛ୲活用を進めてきました。 

ௗ後も、通学ႍな児童・生徒の通学を保障するため、Ĭに௺ᇨした৳ഗを適

切にࢪࢥするとともに、長期業期中も৳ഗをዛ୲に活用し、৫業等の力をၜ

ながら、生徒のആཆ適応力の向上や学校をྖえた୪ጺ活動の充実のための組を実施

していきます。 

  

ᶈ ࣹॕرనਜ਼͵وໝͳഓࢬ;ٶઅ༙ް༽ 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ビ 

㖲 

ピ
ၟ
別
౫
࣍
ੱ
ࡱ
⽙
෮
ු
⼠
⽒
ੱ
ࡱ
ൂ
ඞ
ଉ
⼵
ธ
ᅏ 

Ғ 
ಋၔՔภည֭ྫྷॺৄ
੩֭ूӡפ՛ؠ
 ഊ実Ӣ֭

౺ᆊಛዡ特別支
援学校のスפール
スの൚化・コー
ス設定のᆍな֨
によるඔೆ時間の
༽ച 

౺ᆊಛዡ特別支
援学校のスפール
スの൚化・コー
ス設定のᆍな֨
によるඔೆ時間の
༽ച 

  

ғ ፑחצಋַ֭౫֭࣍ഊ実 

 

֭חצፑ ח
実施ฑ֭ธᅏ 

・ᅋඛઌে୦౧の
配置 
ࢪࢥፑ的ケア・
ਢ会における課
༎検討 

・ᅋඛઌে୦౧の
配置 
ࢪࢥፑ的ケア・
ਢ会における課
༎検討 

  

ାਹ৯֭ י
ጫ 

都立౺ᆊಛዡ特
別支援学校全校で
実施 

都立౺ᆊಛዡ特
別支援学校全校で
実施 

  

֭֊օࡧ כ
ඳ֭ႚ 

都立౺ᆊಛዡ特
別支援学校全校で
実施 

都立౺ᆊಛዡ特
別支援学校全校で
実施 

  

ಋחצፑ ם
๔ዿྫྷॺೆፊ֭
 பࢥ

・ඔೆে୦౧の॰ᇱ 
 ப༊のໃइࢥ・

・都立特別支援学
校の知的ඏ॔教育
ᆪ等でؗデル事
業を実施 

・都立特別支援学
校の知的ඏ॔教育
ᆪ等でࢥப拡大
を検討 

 

ፑ֭๔ ן
ཐଣ֭ঊዿ 

「スפールנン؊ז
ーム」設置ンスء
に向けた検討 

「スפールנン؊ז
ーム」を設ンスء
置し、学校等に助
言 

  

ႚॺଢ଼֭ᇱ୦ נ
ೄᆋփ֭༽ചँ 

㕶校でؗデル事業
を実施 

・ฑの୲ጴ化を
෨り、都立特別支
援学校全校でؗデ
ル事業を実施 

・ؗデル事業の成
果検ආを၃ֽևた
ᆋいৼ間༽ചの
取組を検討 

 

့֧ ע
֭ᎌૢ 

情報共有、ዂআ分
༶の明॰化のた׀
のの設置等、連
携のࡴພの推進 

情報共有、ዂআ分
༶の明॰化のた׀
のの設置等、連
携のࡴພの推進 

  

Ҕ 
ᆱฺฑ度֭ഊ実ׇ֪
 ୪ጺঊ၌֭෮ු

ᇱ୦ೄへの理解促
進や理解推進事業
の実施 

・ྔ௮を実施し、ଅ
果の分析にৰ֤֎
ࣤ策を検討 
・デジタルを活用し
た交流活動のಀப 

・ྔ௮ଅ果にৰ֤
き、פ؋יס等
をଣྞし・改  

・デジタルを活用し
た交流活動の事例
を周知 

ҕ 
৳ഗ֭ฝ֩ਊኟ
֧ვམਸֲ施็֭ዛ
୲ঊዿ 

・৳ഗのโな
によるྫྷ学ࢪࢥ
ႍなಋၔ・ภညの
ྫྷ学のᇱඏ 
・ྙৼ業ৼ間ཨ
の৳ഗを活用し
たภညの集団ࣤ
の向එや学校を
ྖևた交流活動の
充実 

・৳ഗのโな
によるྫྷ学ࢪࢥ
ႍなಋၔ・ภညの
ྫྷ学のᇱඏ 
・ྙৼ業ৼ間ཨ
の৳ഗを活用し
たภညの集団ࣤ
の向එや学校を
ྖևた交流活動の
充実 

  

年次計画 
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